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調査・取りまとめ様式記入例（目次）

事例1 （重度の）病気やケガをした事案
■

（専門医意見：様式1） 〔業務外〕

事例2顧客や取引先からクレームを受けた事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕
、

事例3仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった事案
b ､

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕 ．

事例4出来事が複数ある事案

（専門部会意見：様式2） 〔業務上外を部会に協議〕

事例5 1か月に80時間以上の時間外労働を行った事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例6 2週間以上にわたって連続勤務を行った事案

（専門医意見:様式2） 〔業務上外を専門医に協蟻〕

事例7出来事が複数ある事案

（専門部会意見：様式2） 〔業務上外を部会に協議〕

事例8 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた事案

（専門部会意見；様式1） 〔業務上〕 ’
I

事例9セクシュアルハラスメントを受けた事案

（主治医意見：様式2).〔業務上〕

事例10業務上の傷病により6か月を超えて療養中の事案

（専門医意見：様式1） 〔業務上〕

事例11精神障害が発病後増悪した事案

（専門部会意見：様式1） 〔業務上〕

事例12通勤災害の事案

（主治医意見：様式2） 〔業務上〕
ロ

(注） 事例4， 6及び7は、様式2により医学意見の依頼を行う場合の配入例を示しており、実際の処

理においては、医学意見の聴取後、様式1により別途取りまとめた上で決定する必要がある。 l
l
l
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事例1 （重度の）病気やケガをした事案（業務による心理的負荷評価表の項

目1と項目2） ‘

○事案のポイント

・請求人は、業務中に起こった爆発事故でケガを負った。
討

・この事故により同僚等が大ケガを負う様子を目撃した。

○出来事評価のポイント

・悲惨な事故を目撃したことの心理的負荷は項目2で評価し、自らがケガをしたことの

心理的負荷は項目1で評価する。

・それぞれの項目に当てはめを行い、いずれかの項目で「強」と判断される場合には、

該当する項目により決定を行う。また、どちらの項目で評価しても「強｣'に至らない

場合は、それぞれの出来事を「具体的出来事」に当てはめ、出来事力噛数ある場合の

全体評価を行うこととなる。

○医学意見の聴取のポイント ．

・全体評価の結果、 「強」に該当しないことが明らかな場合は、専門医意見で決定する。

(抜粋)）(心理的負
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様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

同さー『ー記一薑1
~

’
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整理番号 ○、

署
長

次
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年1月26日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再鯛査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官 繩 雪美

平成 25 年10月 6 日

鯖求種別

回擦養口休業口遺族

口葬祭口陣害

その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 飲食店

事業の名称 居酒屋砿が関 労働者数 5

人

事業場の所在

〒
｡ 『

－

○○県△△市
電話 99 〈 9999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

にんたいまつえ

認対松江
生年月日 昭和63年9月 16 日 性別 男 ・因

職 種

鯖

ふりがな

求人氏名

接客

にんたいまつえ

認対松江
続柄 本人

雇入年月日 平成21年10月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔請求時〕疾患名： 外傷後ストレス障害 発病日： 平成25年 2月 4B頃（発病時年齢24歳）

〔決定時〕疾患名： 外傷後ストレス障害（脚3.1） 発病日： 平成25年 2月 4日頃（発病時年齢24飯）

現在の状況
陛掴
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

平成25年2月4日、鯖求人は業務中にガス爆発事故に遭い、爆発音に驚いて転倒した結果、頭部打撲により負
傷した。
事故後は精神的に不安定になり、理由もなく涙が出る、事故の悪夢を見る、物音に過剰に反応するなどの症状
が生じ、ストレスにより奪麻疹も生じた。また、薬を服用しないと睡眠をとることもできなかった。
このような症状が生じたのは、すべて今回の爆発事故が原因であると思う。

事案の概要
(認定した
事実）

平成25年2月4日21時30分頃、鯖求人がアルバイトとして勤務している居酒屋霞が関において、店長と男性従
業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンペを廃棄するための穴開け作業を行っている際に爆発が起こつ
た。爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もない規模であったが、鯖求人は、フロアで接客中に、爆発音に驚い
たはずみで転倒した。その結果、錆求人は頭部打撲により全治1週間との診断を受けた。また、店長及び男性従
業員は、頭部及び両腕に全治1か月の熱傷を負った。
請求人は事故直後から不眠などを訴え、同年2月6日に受診した精神科で急性ストレス反応と診断されたが、
2か月経過以後も症状の持続がみられたため、診断名は外傷後ストレス障害に変更された。
業務以外の心理的負荷及び個体側要因は砿隠されなかった。

総合判断

~

〔調査官の意見〕

本件は、 〔 業務上 ． 「蕊霧列］と考える‐

(理由）
請求人は、平成25年2月4日の爆発事故直後に急性ストレス反応を発病し、その後、外傷後ストレス障害に移
行したものと判断される。
平成25年2月4日の爆発事故は､･具体的出来事の「 （重度の）病気やケガをした」及び「悲惨な事故や災害の
体験､,、目撃をした」に該当する。それぞれの出来事の心理的負荷を評価すると、鯖求人自身のケガは頭部打撲で
あり《全治ユ週間と軽傷であったと考えられること、また、店長等が負傷する事故であったが、死亡したり多量
の出血を伴うなど特に悲惨な事故とまではいえないことから、心理的負荷の全体評価は「中」と考えられる。
以上から、本件は業務外と判断する。

（医学意見書： 陸週 ・ 部会）



1総合判断

(2)業務による心理的負荷
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精神障害発病の有無
一

有
■■■■■■■■

・ 無 発病時期 平成25年 2月 4日

疾 患 名
(ICD-10診断ガイド
ラ インによる）

外傷後ストレス障害(F43.1)

特別な出来事
の・ 評 価

心理的負荷が極度のもの乱 重度の長時間労働

有（
●

、 ･

)囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無

■■■■■■■

有
■■■■■■■■

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有｡詞
具体的出来事

心理的負荷の
総合評価の強度

（ （重度の）病気やケガをした） 平均( I ． Ⅱ．

具体的な内容及び評価：
回

平成25年2月4日21時30分頃、諸求人がアルバイトとして勤務している居酒屋霞が関に
おいて、店長と男性従業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンペを廃棄するための
穴開け作業を行っている際に爆発が起こった。爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もな
い規模であったが、請求人は、フロアで接客中に、爆発音に驚いたはずみで転倒した。
鯖求人は、頭部打撲により検査入院したが、全治1週間と診断され、入院翌日には退院
しており、後遺障害を残すようなケガではなかったため、総合評価は「弱」と判断する。

（ 類推の有無 有。函

）

）

ヨ

O
b

中強

（悲惨な事故や災害の体験、 目撃をした ） 平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回 。Ⅲ ）

平成25年2月4日21時30分頃、鯖求人がアルバイトとして勤務している居酒屋鮫が関に
おいて、店長と男性従業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンペを廃棄するための
穴開け作業を行っている際に爆発が起こった。爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もな
い規模であったが、請求人は、フロアで接客中に、爆発音に驚いたはずみで転倒した。
鯖求人のケガは重症とはいえない程度であったが、事故当時、鵠求人は､頭部及び両腕
に熱傷を負った店長と男性従業員の姿を間近で目にしていたことから、本件事
目撃をしたことが露められるが、被害者の死亡や大量の出血を伴うような特に
とは言えないことから、総合評価は「中」と判断する ｡

故の体験、
悲惨な事故

、

（ 類推の有無 有．
~ 己 園 ）

／

弱 田
1

強

（ ） 平均( 1 ． Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）
ウ

弱 中強
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

.＞
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労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

1 時間

発病前2か月

3 時間

発病前3か月

5 時間

発病前4か月

7 時間

発病前5か月

2 時間

発病前6か月

4 時間

複数の出来事の
全体評価

平成25年2月4日の爆発事故は、具体的出来事の「 （重度の）病気やケガをした」及び「悲惨な
事故や災害の体験、目撃をした」に該当する。それぞれの出来事の心理的負荷を評価すると、請求
人自身のケガは全治1週間程度の頭部打撲であり、入院翌日に退院するなど軽傷と考えられるこ
と、また､店長等が負傷する事故であったが、爆発自体は小さく、窓ガラス等の破損もない規模で
あり、死亡したり多量の出血を伴うなど特に悲惨な事故とまではいえないことから、心理的負荷の
全体評価は「中」と考えられる。

総合評価

●

｡

弱． 回 強

出来事の有無

凶確認できなかった
｡

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側､要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既・ 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

‘特になし

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項

●

－1歩

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔東京病院 ] [ H25年 2月～ 年 月] [外傷後ストレス障害 〕

〔 ， 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 請求人の申述 資料髄． 調査結果 資料No.

H25年
2月

1

事故の直後から精神的に不安定になり、ストレ
スにより奪麻疹も生じた。 （錆求人申立書）

■ ●

爆発事故の際､私はお客椴の注文を聞くために
中腰の姿勢でいましたが、大きな爆発音に驚いた
はずみで前のめりに転倒してしまい、机の角に頭
を激しくぶつけました。この時私は、痛みでその
場にうずくまり、 「痛い、痛い」など．と叫んでい
たと思います。聴取書）

事故後、どうやって救急車に乗ったのかはよく
覚えていません。救急車の中で救急隊員に名前と
住所と連絡先を聞かれたことに答えたことは覚え
ていますb強い痛みがある中で､何人からも同じ
ことを聞かれ、救急車もなかなか病院に向かわな
かつたことに対し、怒っていました。 （聴取害）

両親が駆けつけてきて、両親の顔を見たら涙が
出てきました。 （請求人申立書）

､入院中はずっと不眠の症状が続いており、その
状態を看護師さんに見られていたのか、その後精
神科を受診することになりました。初診の時は、

主治医の先生

には精神的に不安定になっていることはないと諾
しました。 （聴取書）

平成25年2月5日に退院して自宅に戻りました
が､､精神的に不安定な状態が続きました。 （聴取
書）

○

■
■

○
○
○
○
↓
○

b ●

●

平成25年2月4日21時43分救急車現場到着b被災
者は立位で待協意職レベル正常。頭部右側面に打
撲跡を罷める。気分不良及び意職消失なく、負傷部
位の保賤及び冷却を実施。21時51分現場出発、21時
56分東京病院収容。 （○○消防署回答）

龍対さんは救急車の車内では病院に着くまでずつ
と賎えて泣いていた。名前と生年月日を聞くと、
ゆっくりと答えてくれた。他の従業員2名の方を気
にしていた。
今回の事故は突然の爆発によるもので、御本人の
様子からも大きなショックを受けたのだろうと感じ
た。 （救急隊員からの聴取）

松江は私たちを見ると、
は休めばよかった。 』とい

「すごく怖かった。今日
うようなことを号泣しな

がら言っていました。パニック状態だったと思いま
す。 （母親の申述）

少し落ち着いてから事故直後のことを本人に尋ね
ると、 「爆発の後、何が起こったのか分からなかっ
た。頭に衝撃を感じ、その場にうずくまった。高松
君は服の両袖が燃えてなくなり、髪の毛も焼けてい
た。救急車がなかなか来なくて、来たのも1台ずつ
だった。私はとにかく怖くて家に帰りたかったが、
頭が痛く、どうしたらよいかわからない状態だっ
た。とりあえず救急車に乗るよう促されて乗った
が、怖くて霞えが止まらず、車内ではずっと泣いて
いた。 」というようなことを言っていた。 （母親の．
申述）

検査入院で翌朝退院しました。大事には至りませ
んでしたが、入院中、本人は眠れないと言ってお
り、手足とお腹が痒いとも言っていました。
退院後、すぐに手足に大きく膨れる琴麻疹が生
じ、今でもその跡が残っていますb精神科の先生に
は｢ストレスが原因だろう」と言われました。 （母
親の申述）

○
○
○
○
○
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年・月 鯖求人の申述 資料M. 鬮査結果 資料恥．

H25年

2月

●

０

2回目に精神科を受診した際に、訳もなく涙
が出ることや、事故の悪夢を見ること、物音に
過剰に反応するようになったことなどを主治医
の先生に話しました。 （聴取書）

退院後、高松君のお見舞いに行きましたが、
高松君の状態はひどく、姿を見るなり気分が悪
くなってしまいました。 （聴取書）

今回の事故によって薬がないと眠れなくな
り、大きな音や電車が怖くなりました。
私は基本的に悩みを持たない性格で、これま
で一度も精神的に不安定になるようなことはあ
りませんでしたので、まさか自分がこのように
なるとは思ってもみませんでした。 （聴取書）

L

1

現在、打撲の痛みはありませんが、足には奪
麻疹が残っています。 （聴取書）

● ●

○
○
○

高松君の状態がとてもひどかったようで、松江も
気にしていました。高松君の状態が落ち着くまで会
わないようにしていましたが、それでも「私だけが
良くなるのは申し駅ない」と言って事故のことを思
い出してはショックを受け、孝麻疹が出ることがあ
りました。 （母親の申述）

娘は体調を崩しやすくなり、すぐに疲労を所えた
り、熱を出したりするようになりました。 （母親の
申述）

。
■

○

○



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 僅度の）病気やケガをした・悲惨な事故や災害の体験、 目撃をした‐

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

{25年
2月

平成25年2月4日、勤務先で爆発事故に通い、

病院へ運ばれた。爆発音に驚いたはずみで転倒
し、頭部を机に打ち付けた。 （語求人申立書）

事故は21時30分頃に起こりました。店長とアル
バイトの高松君がカセットコンロ用のガスボンペ
を捨てるために穴を開ける作業をしているときに
爆発したみたいでした。爆発事故の際、私はお客
儀の注文を聞くために中腰の姿勢でいましたが、
大きな爆発音に驚いてたはずみで前のめりに転倒
してしまい、机の角に頭を激しくぶつけました。
この時私は、痛みでその場にうずくまり、 「痛
い、揃い」などと叫んでいたと思います。 ．(聴取
書）

退院後、高松君のお見舞いに行きましたが、高
松君の状態はひどく、姿を見るなり気分が悪く
なってしまいました。聴取書）

○
○
○
○

ノロ師”采Wｰの。インソ〆珸、唾、爾季”幻

セットコンロ用のガスボンペを廃棄するため
に、先の尖った金槌を使用してボンベの底に穴

を開けている時、突然爆発が発生したもの。
キッチンは食器等の什器が破損したものの、
窓や壁など建屋の損傷はなく、 2名が熱傷を
負った。 （事業場からの報告）

金槌で叩いた途端に火が見えた。何が起こつ
たか分からなかった。気が付いたら店舗の入口
付近に座っていた。 （店長宮崎の申述）

何が起こったのか分からなかったが、大きな
音と前に置いていたガスボンペから火柱が向
かってきたこと、服の火を消しながら店の外ま
で走ったこ.とは覚えている。 （アルバイト高松
の申述）

21時30分頃､､キッチンで店長と高松君が力
セットコンロ用のボンペのガス抜きをしていた
時に爆発が起こったようです。私は同じ建物の
事務所内におり、爆発音を聞きました。
爆発直後、店舗に駆けつけると、店長が熱傷
を負っており、服が焼けているのを見ました。
店の外で駆対さんと高松くんを見つけ、 とりあ
えず全員が無事で良かったと思いました。
当時お客椴は一組だけで、おケガはありませ
んでしたので、お勘定をいただかずに闇探して
お帰りいただきました。 （オーナー山口の申
述） . ．

認対さんは救急車の車内では病院に着くまで
ずっと震えて泣いていた。名前と生年月日を聞
くと、ゆつく．りと答えてくれた。他の従業員2
名の方を気にしていた。

．今回の事故は突然の爆発によるもので、御本
人の棟子からも大きなショックを受けたのだろ
うと感じた。 （救急隊員からの聴取）

G ■

少し落ち藩いてから事故直後のことを本人に
尋ねると、 「爆発の後、何が起こったのか分か
らなかった。頭に衝撃を感じ、その場にうずく
まった。高松君は服の両袖が燃えてなくなり、
髪の毛も焼けていた。救急車がなかなか来なく
て、来たのも1台ずつだった。私はとにかく怖
くて家に帰りたかったが、頭が痛く、 .どうした
らよいかわからない状態だった。とりあえず救
急車に乗るよう促されて乗ったが、怖くて震え
が止まらず、車内ではずっと泣いていた。 」と
いうようなことを言っていた。 （母親の申述）

●
ら

○
○
○
○
○
○

認定事実

平成25年2月4日21時30分頃、請求人がアルバイトとして勤務している居酒屋霞が関において、店長と男性従業員がキツチ
ンでカセットコンロ用のガスボンペを廃棄するための穴開け作業を行っている際に爆発が起こり、舗求人は、フロアで接客中

爆発により負傷した鯖求人は顧部打撲で全治,週悶との診断を受け､事歓後は耀送先の績朧に↓の謹蔑入院したが､翌朝であったが、煙発音に驚いたはずみで転倒した。

には退院した。後遺障害が残るようなケガではなかった。
一方で、店長及び男性従業員は、頭部及び両腕に全治1か月程度の熱傷を負うなど、 悲惨な事故であったと罷められる。

■ ●
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4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

I

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・函）
上記が有の場合その内容

｡

－1鯛一

’

出来事： なし

年・月 諭求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

守 ｡

認定事実 ．

〃



5－1主治医・産業医等の意見

-124-

主治医の意見響

圃 ．無〕

慨要）

(東京病院外科信濃太郎医師の意見書）
初診日は平成25年2月4日。アルバイト先の居酒屋での爆発事故に遭遇し、当院救急外来に搬送さ
れ、そのまま入院となる。 「頭部打撲｣.と診眺入院時、不眠の訴えがあり、精神的にも不安定な様
子が窺われたため、当院精神科を紹介した。 ．
検査入院後、翌朝退院となった。後遺症は残っておらず、同日終診。

(東京病院精神科江戸一男医師の意見書）
1初診日は平成25年2月6日 ．
2爆発事故による負傷の治療を担当した当院外科信濃医師の紹介により当科受診。主訴として、不
眠の所えがあった。
3初診時の症状として、本人は不眠であることを認めたが、精神面が不安定なことについては否定
していた。
4当初、急性ストレス反応と診断したが、事故後2か月を経過しても症状が持続していたため、外
傷後ストレス障害に変更した。診断根拠は、 IC'10の診断ガイドラインによる。
5発病時期は平成25年2月4日、発病原因は同日の爆発事故。被災後に生じた本人の症状や、治療
経過において観察した本人の機子などから判断した。
６
る
７
８
９

0

抗不安薬を投与している。現在も通院を継続しているが、投薬により症状は徐々に軽減してい

精神障害の既往歴は認められない。
他の医療機関の受診はないと聞いている。 ・
聴取時間は'回30分を超えない範囲にすべき。また､聴取は女性職員が行うととが望ましい。

診療記録等の収集 （

６
口
一
日
０
。
■
〃

囿 。 無）

資料No.

産業医意見書

〔有･園

Q P

r

(概要）

｡

■

？●

専門医意見書
(請求人提出）

〔有･園

慨要）
ゆ ■
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5－2専門医の意見

③

｜

ト
h

I

－1溺一

、

部会

(監騒蕩頼）
の意見書

●

(地方労災医員長野次郎医師の意見書）

1精神障害の発病について
請求人は、アルバイト先の居酒屋で爆発事故に遭遇したことを契機として、その直後から不眠
症状を訴えている。主治医によれば、当初、急性ストレス反応と診断したが、事故後2か月を経
過しても症状が持続していたため、外傷後ストレス障害に変更したとのことであるが、当該診断
は、診療記録や請求人の心身の症状に関する申述等を踏まえると、 Im-10の診断ガイドラインに
照らして妥当なものと考えられる。したがって、請求人は、平成25年2月4日の爆発事故直後に
外傷後ストレス障害を発病したものと判断される。

2業務による心理的負荷の検討
署の調査によれば、請求人は、平成25年2月4日21時30分頃、アルバイトとして勤務している
居酒屋霞が関において、店長と男性従業員がキッチンでカセットコンロ用のガスボンベを廃棄す
るための穴開け作業を行っている際に起こった爆発に驚き、フロアで接客中に転倒したことによ

、
。

が
た
た
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つ
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で
故
の
事
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』
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な
負
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小
ガ
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体
の
自
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、
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傷
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熱
部
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頭
腕
の
両
度
び
程
及
間
部
週
頭

電
口
上
、

治
は
全
員
、
業

り
従

店長と男性

この出来事を認定基準の別表1に照らせば、具体的出来事の．「 （重度の）病気やケガをした」
及び「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」に該当し、その平均的な強度は、それぞれ「Ⅲ」
及び「Ⅱ」であるが、請求人自身のケガの程度は打撲であり、全治1週間程度と重傷とはいえな
いことから「弱」にとどまり、ま
のの、死亡や多量の出血を伴うよ
される。

た､店長等の負傷の程度は、全治1か月程度で重傷といえるも
うな特に悲惨な事故とはまではいえないことから「中」 と判断

以上を全体評価しても、全体としての心理的負荷は「中」にとどまると考えられ、署の見解は
妥当なものと考える。

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
これらについては確認されていない。 ‐

4結瞼
本件については、業務上の疾病には該当しないものと判断する。

◆

タ ⑤

己 ｡

｡



6就業条件等一般的事項

9

－1歩

学歴． 最終学歴〔中学校…大学.大学院.その他( ) H19年 3月 卒業〕 資料NO.

職歴

|鰯I
現在の事業場に
雇入後の配属先

|瀞1
所定労儀時間、
所定休憩時間、
所定休日等

I瀞I

事業場名 ・ 職種

〔 居酒屋鼓が関 ) I H21年 10月 1日～ 年 月 日) [ 接客 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 ・月 日～ 年 月 日〕 ・ 〔 ． ． 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

分
分
０
０

時
時
６
２
１
２

噸
麺

業
・
業

始
終
定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 5 時間 30 分

〈1週間） 22 時間 0 分

所定休恩時刻： 時 分～ 時 ． 分 〈休憩時間 時間 30 分）

所定休日.： ①週休1日制②週休2日制 ｢扉彦万二軍E両羅］ ④その他

|Ⅷ鷲,｡卿…
労働時間制度： ①lか月単位変形労働時間制 ②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④裁量労倫制⑤その他

|"…
鶏｡ …….……"風’

雇用形態： ①正規職員・従業員 ②契約社員③派遣労働者

出退勘の管理の状況：

I
特配事項

応二丁ﾗﾃﾌ雨下1 ⑤その他

②出勤簿 ⑤その他

今回の爆発事故によりキッチンに設置されたタイムカードを焼失しており、請求人の申
告及び事業主の申告に基づき、出勤日数、労働時間等を確認した。

その他特記事項：

１
，
１
１
１

’
③管理者による砿偲 ④本人の申告①タイムカード

０
．
○
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聟

’

－1衆

’

｛

当骸労働者の
日常業務

具体的に配載
すること。 1

居酒屋における接客業務に従事していたものであり、客への飲食物の提供、食器等の
洗浄作業などを行っていた。

■ ●

●

｡ ◆■

■

● ■

●

資料No.

今
。

事業場(所属部署)内
における当骸労働者

’
の位匿づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付記すること。

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

○

ー■■■ーー■I■■■■■■■■■■■■■■

○

○

升 ■■■■■■■■■■■■■■■■■l■ーーー

○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーーー■■■

1
I

I
I
I

I

I

I
I
I
l

」

オーナー山口淡路

店長宮崎薩摩

アルバイト

記対松江（鯖求人）
アルバイト

高松鳴門

’

事業堀以外にお
ける当該労働者
との相関図
嫁族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付鯉すること。

可
1■■■■■■■■■■■■l■■■■■■■■■■■■ー■■■ー■I■■ー■■■■■■■■■■■■ ■■■■

I

ol
I

I

I
l
l
I
I

l

擶
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
'○
I

同居
■■■■■

I
＝■■■■■■■■■■■I■■■l■■I■■■■■ﾛ■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■■■一一 一

●

腿対堺
（父）

認対松江
(諸求人）

｡

～一



7労働時間を認定した根拠

-12鍔

ノ

． （労働時間の把握方法） ‘ ．

ロタイムカー'ド ロ出勤簿･業務日報等 口施錠記録･警備記録等

回本人の申告 回管理者による確認 口上司・同僚からの聴取
■ ■ ●

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法） ．

今回の爆発事故とその後処理によりキッチンに設置されたタイムカードが散逸しており、請求人の申告
及び事業主の申告に基づき、出勤日数、労働時間等を確認した。
確認できた時間外労働時間は最長でも月7時間程度であり、論求人も長時間労働については主張してい
ない。このため、労働時間集計表の作成は省略した。

◆ ●

｡ ■

の ｡

、
■

9 0

Q ●

1 ．

資料恥
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事例2顧客や取引先からクレームを受けた事案（業務による心理的負荷評価

表の項自12）

○事案のポイント

・請求人は、部下のミスをきっかけとして顧客から執鋤なクレームを受けた。

・執鋤なクレームへの事後対応において困難性が認められた。

○出来事評価のポイント

・本人に過失のないクレームについての心理的負荷は「顧客や取引先からクレームを受

けた（項目12)」で評価する（参考：本人のミスによるものは、 「会社の経営に影響す

るなどの重大な仕事上のミスをした（項目4)」で評価する｡)。

》

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、 「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表〈抜粋)）

-129-

睡
唖

早…cq

具体的

出来事

一
睡
一

■

I
’
１

■ﾛ■■■

l”ロ
－

唄毎
一
日

唾

趣■
一

■

心屡的負宥の奨合岬■の観怠
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面 中 強
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浬

ａ屯
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》
嘩
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函
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聾
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食杜の経
■唾■す
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医学意見の要否等に係る調査復命書
I

I

I

-130-

整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
關
査
官

係
長

係．

復命年月日

平成 26 年3月 3 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）
2 下記事由により再鯛査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官保険次郎

平成 25 年10月15日

硝求種別
国療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の租顔 ピルメンテナンス業

事業の名称 梅ノ門サービス㈱湾岸支店 労働者数 30 人

事業場の所在

ー

T ー

○○県××市
嚥
③

999 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

ろうきたろう

､労基太郎
生年月日 昭和54年10月 17日 性別 男

職 種

ふりがな

鯖求人氏名

清掃

ろうきたろう

労基太郎
続柄 本人

雇入年月日 平成15年4月 1 日

疾 〔舗求時〕疾患名： 適応障害 発嫡日： 平成25年 9月 上旬(頃)(発摘時年齢 33.蟻）

〔決定時〕疾患名： 適応障害（腿3.2） 発癌日： 平成25年 9月 上旬(頃)(発病時年齢． 33寂）

現在の状況
陛国
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳〉

繭求人の申述

鯖求人は、Aマンションのメンテナンス責任者として管理業務に従事していた。当該マンションは、事業場が
契約する最大金額の物件であり、マンション居住者等への対応には慎重を期す必要があった。 ・
論求人は、部下が所定のワックスがけを忘れる等のミスをしたことを契機に、平成25年7月頃より、 マ．ンショ

ﾝ居住者（管理組合構成員）のBから度重なるクレームや、無理な要求を受けるようになった。
平成25年9月頃には不眠症、食欲不振に陥り、心身に支障を来すこととなったため、事業場に相談の上で精神
科を受診したところ、適応障害と診断された。

事案
(罷
の概要
定した

事実）

請求人は、平成25年9月10日にうえのメンタルクリニックを受診し、適応障害と診断されている。
Aマンションのメンテナンス責任者の立場にあった館求人は、部下のミスを契機として、平成25年7月頃か
ら、マンション居住者Bによる度重なるクレーム、無理な要求等を受けることとなった。部下のミスは軽微で
あったものの、繰り返しミスが生じてしまったことで信用が低下し、最悪の場合は契約解除も想定される状況で
あった。なお、マンション居住者Bの錆求人に対する態度は次第に威圧的になったものである。
業務以外の心理的負荷、個体側要因については、特に評価すぺきものは確認されなかった。

〔鯛査官意見〕

･本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に咳当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に咳当せず6ないし9に咳当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回

● ■

次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する

○○ 局 ○○ 署



’

調査官意見の詳細
’
’

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合礒による意見を求める

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等．
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1 自殺事案

2 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい
ヴ ウ

3 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる

4 諭求人が悪化を主張している ．

5
発病の有無、疾患名、発痢時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断について
高度な医学的検討が必要 ．

‐

6
0 ■

主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない ．

8 業務による心理的負荷が「強」に骸当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が明確に「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められる



1鯛査結果のまとめ

(2)業務による心理的負荷

-132-

精神障害発病の有無
I■■■■■

宣 ・無 発病時期 平成25年 9月上旬(頃） 自殺 。 生存

疾 患 名 週ル P陣看．（野~43.乙ノ
｡ ■

（ ）について主治医の判断の補足が必要．園

『

特別な出来事
の 評‘ 価

心理的負荷が’ 重度のもの・ ’ 邇度の長時間労働

・ 有（ ） 。

● ｡

園

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

0

出来事の有無｜囿・無 l恒常的な長時間労働の有無 有 ・霞

具体的出来事

（ 顧客や取引先からクレームを受けた ） 平均 ( I回Ⅲ）
具体的な内容及び評価： ． ．

鋪求人はAマンションのメンテナンス責任者であり、 日頃からマンション居住者（管理
組合構成員）と接し、要望や注文を受ける立場にあった。
平成25年7月頃、部下が所定のワックスがけを忘れる等のミスが3度続き、これ以降、
マンション居住者Bから多少の汚れがみられるとすぐにワックスがけを行うよう再三にわ
たり要求されるようになった。請求人は要求の度に、応えられる範囲内での対応に努めて
いたが、Bの求めに応じて直接B宅を訪問し謝罪させられるなど、困難な対応を余儀なく
された。その後もことあるごとにBから「仕事をなくす」 、 「会社を変更する」などと脅
迫、桐喝され、本社のカスタマーサービス部門に報告を上げて対応指示を受けるなど、困
難な鯛整に当たった。
当該居住者からの要求は不当なものであったが、当該マンションは所属事業場の契約で
最大金額の物件であったことに加え、元々のクレームの原因は他の作業員のミスが関与し
ていたこともあり、契約破棄ともなれば甚大な損害を被るとの思いから耐えていたことが
窺われ、心理的負荷の総合評価は「強」と判断する。

p p

(類推の有無 有･園

グ･

弱中圃

不明

（ ） 平均( I ．Ⅱ．Ⅲ.)

具体的な内容及び評価：

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明．

(・ ） 平均( I ･Ⅱ。Ⅲ）

具体的な内容及び評価： ．
凸
■
ワ
。

q ●

■ ● 巳

(類推の有無 有・無）

）

弱中強

不明
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（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

’

、

の●
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へ

｜
’

労働時間の状況
(時間外労働時
間 数 ）

発病前1か月

7 時間

発病前2か月

8 時間

発病前3か月

13 時間

発病前4か月

26 時間

発病前5か月

24 時間

発病前6か月

15 時間

複数の出来事の
全体評価

●

｡

総合評価 ①図 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明
ク

0

出来事の有無

凶確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起き･た精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

・ 頓推の有無 有・無）
。 ●

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった． ，

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

Q 凸

● ■

特になし



2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 うえのメンタルクリニック〕 〔 腿5年 9月～ 年 、 月〕 〔適応障害 〕

． 〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 ，月～ 年 月〕 〔 〕

〔 ． 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 鯖求人の申述 資料M. 鯛査結果 資料No.

H25年
9月

p

平成25年9月上旬頃から、不眠、食欲不痕等が生じ
ることとなり、近くの精神科を受診することになっ
た。 （聴取書）

仁

■ ●

○ 平成25年8月下旬か9月上旬頃から労基さん
は元気がなかった

‐
さ
〕

い
大
な
が
れ
ス
眠
ミ
近
の

とい
。心配してお尋ねすると「最
うことを言っていたので、私

とになっているのではととても落
ち込んだb (部下山田の申述）

●

業務の報告に際し、労基から不眠等の体調不
良が生じているとの報告があり、近日中に病院
に行きたいと話していた。 （事業場からの報
告）

C g

○

○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容

へ

〆
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｜
ト

出来事： 顧客や取引先からクレームを受けた

年・月 請求人の申述 資湘他 鯛査結果 資料恥

5年H2

q

年

月

睡
明

７

125年
)月

平成25年7月下旬、一緒に現場に入っている部

下（山田）が所定のワックスがけ作業を忘れると
いうことが3回続き、現場責任者であった私は、
マンションの管理組合構成員である居住者Bか
らも以後の対応の改善を徹底するよう強く求めら
れた° （聴取書）

平成25年8月上旬、Bから些細な汚れでもワシ
クスがけを行うよう再三にわたって求められるよ
うになり、社の規定を上回る回数ではあったもの
の､ .少しであれば問題ないと思い、承鰭して対応
していた。その回数は規定の2倍に近かったと思
P

フo (聴取書）

平成25年8月中旬、Bから最近の管理不行届き
について脱明と謝罪を求める旨の要求があり、B
宅を1人で訪ねていかなければならなくなった。
この時、部下がワックスがけを忘れていたこと

を話題に出され、このような問題の反省を踏ま
え、住民が不快にならないよう、採算など関係な
く言われたとおりにやるぺき等、理不尽な要求を
受けた。結果的に3時間近くそのような内容を間
かされることとなり、本当に辛かった。 （聴取
書）

翌日以降もBの行動は収まらず、私を見かける
度に「自費でワックスを調達して対応しろ」 、

｢仕事をなくす」 、 「会社を変更する」などと
度々脅迫、桐喝するようになり、通常の業務報告
に加え、本社のカスタマーサービス部門に報告を
上げて対応指示を受けるなど、本当に通常では考
えられない調整を行い、疲弊した。 （聴取害）

平成25年9月上旬頃から、Bから執鋤に行われ
る理不尽な要求等により体調を崩し、不眠、食欲
不振等が生じることとなり、近くの精神科を受診
することになった。 （聴取書）

○
．
○
○
○
○

も
０

勤務先のマンションでの清掃作業は、定期的
にマンションロビーのワックスがけを行うこと
になっていたが、自分が失念して3度作業を忘
れていたことがあった。これが原因で、現場の
責任者である労基さんは、マンション居住者の
Bさんから厳しく注意される．ことになり、大変
申し訳なかった。 （部下山田の申述）

平成25年8月中旬以降、労基さんは度々居住
者Bさんから大声で怒られるようになった。労
基さんに聞くと、Bさんから頻繁にワックスが
けを求められたり、メンテナンス契約を他社を
変更するなどと脅されてもいたとのことだっ
た。 （部下山田の申述）

労基が担当していたAマンションの居住者B
から、弊社の対応の不手際等に関するクレーム
があり、労基に状況の報告を求めた。労基の報
告内容から弊社側の対応に問題はないと判断
し、今後、Bの対応に当たって問題が生じた場
合は報告するよう指示していた。 ．
その後、Bの態度が悪質性を帯びてきたこと
から、支店への通常の業務報告に加え、本社の
カスタマーサービス部門にも報告を上げ、直接
対応指示を受けることになった。こうした対応
はあまり例がなく、労基は鯛整に大変だったと
思う ｡
労基がB宅を1人で訪問し鮒罪したことは報
告を受けたが、 3時間も理不尽な内容を聞かさ
れた点については、今回の労災鯖求を期に本人
から初めて確認した。 （事業場からの報告）

労基から報告があり、Bへの対応に苦慮して
いる旨の報告があった。労基は体鯛不良を所え
るとともに、異動の希望を申し出てていた。
(事業場からの報告）

~

○
○
○
○

認定事実

鮒求人はメンテナンス業務を錆け負うAマンションの現場責任者であり、日頃からマンション居住者（管理組合構成員）と
接し、要望や注文を受ける立場にあった。 ．
平成25年7月頃、部下が所定のワックスがけ等を忘れるミスが3度続き、これ以降、
れがみられるとすぐにワックスがけを行うよう再三にわたり要求されるようになった。

Aマンションの居住者Bから多少の汚
錆求人は要求に応えられる範囲内での

対応に努めていたが、Bの求めに応じて直接B宅を肪問し謝罪させられるなど、困難な対応を余儀なくされた。その後もこと
あるごとにBから「仕事をなくす」 、 「会社を変更する」などと脅迫、桐喝され、本社のカスタマーサービス部門に報告を上
げて対応指示を受けるなど、困難な調整に当たった。
Bからの要求は不当なものであったが、Aマンションはメンテナンス契約で最大金額の物件であったことに加え、元々のク
レームの原因は部下のミスが関与していたこともあり、契約破棄ともなれば甚大な損害を被るとの思いから耐えていたことが
窺われる。 0



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

〃

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・園）
上記が有の場合その内容

0
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出来事： O なし

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

認定事実

＄

b
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5主治医・産業医等の意見
l

司3窪

主治医意見書

咽 ｡無〕

． （概要）

1平成25年9月10日、当院初診。
2平成25年7月頃、勤務先のマンションの住人からクレームを受け、以後、その住人から繰り返
し無理な要求を受けるようになり、同年9月初めより不眠､･食欲不援に陥ったとして来院した。
3表情に活気がなく､､元気がない様子であった。不眠、食欲不振の鯨えもあった。
4疾患名：適応障害(F43.2)
診断根拠：不眠、憂諺感、倦怠感、意欲低下、疲労感がみられること。
5発病時期：平成25年9月上旬頃

６
や
７
８
９
１
．

、

0

理由：本人が平成25年9月の初め頃から不調が生じたと申し立てているため。
職場の環境、業務上のストレスが原因と推測される。 （ストレス因と症状現況の時間的関係
ストレス因からの離脱により回復がみられるため。 ）
薬物療法・精神療法により症状は徐々に改善している。
精神障害の既往歴はなし。 。
他の医療機関の受診の有無は不明。
●
０

聴取は可能であるが、短時間が望ましい。

診療記録等の収集 （囿・ 無）

G ●

資料NO.

■
■
ｏ
ひ

産業医意見書

〔有･園

(概要） ．

I

ご
●

｡

専門医意見書

(舗求人提出）

（有函）

(概要）

0 ■

、 ■

,



6就業条件等一般的事項

－1謡一

学歴 最終学歴〔中学校鰯笹堂診大学･大学院･その他（ ） H11年 3月 日(達叢>中退〕 資料NO.

職歴

|瀞’
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I
所定労働時間、
所定休憩時間､．
所定休日等

{潔割

事業場名 職種

〔 梅ノ門サービス) (.H15年 4月 1日～ 年 月 日] ( 清掃 〕

〔 上野企画 ] IH13年 4月 1日～ H15年 3月 ･ 20日] [ 清掃 〕

〔 目白ワークス 〕 I H11竿 4月 1日～ H13年 2月 15日] [ 清掃 〕

配属先 職種
0

１
Ｊ
ｊ
Ｊ

掃
・
滴ｆ

ｆ
ｆ
ｆ

Ｊ
Ｊ
１
Ｊ

日
日
日
日

月
月
月
月

年
年
年
年

へ
一
一
へ

日
日
日
日

１月
月
月
月

４畔
年
年
年

１Ｈ
１
ｆ
ｌ
１

１
１
１
１

認開業事ｆ
ｆ
ｔ
ｆ

|W｡;:: ::1所定始業時刻： 8時30分

所定終業時刻： 17時0分

所定休懲時刻： 12時0分～ 13時 0分 1 時間（休慰時間 分）

所定休日： ①週休1日制②週休2日制 ④その他

!:罵凧耐凧､……． ｜
③フレックスタイム制④裁量労働制⑤その他

!電 ｡………… ｜
|"… I
雇用形態： 届感頁1②契約社員③派遣労働者 ．

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況： |①タイムカード｜②出勤簿③管理者による砿麗④本人の申告⑤その他①タイムカード

|"… }
その他特記事項：

串
！
、
、

＆

③カレンダー等により指定

①正獄 嘘
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○

’

｛

当咳労働者の
日常業務

具体的に紀載
すること。 ］

マンション管理業務の現場責任者として勤務しており、マンション居住者への対応や敷地内の
滑掃等に従事していた。

ク ｡

資料恥．

韓場(所属部署)内
における当骸労働者

’
の位置づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付館すること 回

（湾岸支店）

○

支店長

管理部長

山田

●

’

事業場以外にお
ける当麟労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を
付記すること ｡

1フ
グ

亡

労基三郎（父）

別居 婚姻、別居
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●

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）
｡○

I

p ①

(労働時間の推計方法）

タイムカードで確認したが、時間外労働は最長でも月26時間であり、請求人も長時間労働については主
張していない。このため、労働時間集計表の作成は省略した。 、

● 0

｡ り ゆ

D ･

資料恥



事例3仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があり、その後に恒常的

長時間労働も認められた事案（業務による心理的負荷評価表の項目15）

○事案のポイント

・請求人は、新規プロジェクトの担当になり、業務量力贈大した。

。その後、月100時間程度の恒常的長時間労働にも従事した。

○出来事評価のポイント

・仕事量の変化（項目15）は、労働時間を加味しているため、恒常的長時間労働と組み

合わせて総合評価することはできない。

，配置転換等によって仕事量が変化した場合には、原則として最初の出来事である配置

転換等を「具体的出来事」として当てはめ、仕事量の変化（項目15）については出来

事後の状況とみなす方法により、その全体評価を行い、その上で、発病前6か月間（全

体評価を行った期間を除く｡）における恒常的長時間労働と組み合わせて総合評価を行

い、全体評価した心理的負荷の強度を修正する。

。上記の恒常的長時間労働の評価は、様式1と2の「1の（2）業務による心理的負荷」

にある「複数の出来事の全体評価」欄で行う。

、

○医学意見の聴取のポイント
●

･総合評価の結果、「強」に該当することが明らかな場合は、主治医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）

’ ’
2便濡的墨鮪閣労缶が配められる場禽の緯合肝酉

①具体的出来事の'｡理釣負荷の塾度力《労側萄隅を鮠啄せずにr中｣租塵と解匿さｵ礒渭合であって､出豪事の役に圃常的な憂薄聞労■【月1“時岡凹蹟となる間間外労
働>が座めらおる場合Iゴま､膨合臨画は『強』とずる･

’
亨均錘心理的負研的廸正

割謂豊
風体的
出来事

心理的魚荷の載宙鐵弱』『中』『強｣と刺断する具体例出来事
の餓畳

心理的魚蒋の縄合醇箇の観点

｜ 巾 ｜

蕊壷

陰
凸

か｝一二二一■

孝鏡，

一●》七一

一＄一印■邑

畢

嘩軍蕊鷲i_…_‐

｛Ｊ一

津

醗蕊
一二淫

1

配 強

【I強｣l魂る例】
・僅嵐に■大な膨召的ある衝蝋事爽等(失敗した
踊食に爾庵E脇倉かねな㈱もの.･大悟な剰月璽化
につながるもの.敷壮の侭用を若し〈■つけるも
の､庇功し潤台に会社③爺たな塞事藁I毒る
もの等)の岨幽であう逗事度の成否に丘大な寅
任のある立俎に此き､融雌室砿に当たった

|篝Iロ
新規事乗
の担当に
なった､会
社の強て直
しの担当に
竃った

・断呪束覇の内容､本人の広貰、
困皿性の礪度､能力と寮務内容の
ギャップの程皮寺
．その後の案厨内喜､案覇丑の
嘔度､嵐垣の人間関原等

【噸』にほる倒】
・軽律な鰯鼠購東辱(齢筑噌食であ
る邸､叉屋が大きいとはいえ城略旬〉
の担当に左った

★

_三,=墨垂-ざ･巻．
I

・纂履の函碇建能力･軽醸と乗
務内客の‘告ﾂプ等
・鱒胡外労働.休日労働.乗荘の
密度の糞化のV趣､仕事内容.箕
怪の変化の湿度等

(瞳》匁例飼打おじ姉か〃に郷､て.僻
欄外労働片隅蜘目交化跡みられる堀金
に腱仙の項圃で肝屡さ恥ろ増合でも.こ
の唄園でもw伍する．

【mj1奉る瓢
・仕事内宮の文化が客81言対応でき
るもの《粥)であり､文化後鉤東砺の負
荷が大倉<なかった
繋会■･扇俸専のウ釦の践騎.琉鳩
の｡A化の逮■､卸下の順麺.同一事

粛墹内の附風郎辱の峨寅背､侃自外
東画といての詐匡蜆■凡の飲頁等
・仕事貝(吟閲外労出勤間敗等)に．
『中』に至らな“1度の鹿化があった

【『強』になる関】
・仕車量力曜し“麺【エ時閲外労樋も大椙臆増
える〈傭以上I刻瀧し､1月日たりおおむね1的時
間以上となる)などの快現1華ﾘ、その蚤の実籾邑
多大な労力E貝した《休遇･休日を蔀瞬るのが侭
睡嬢ど釘伐朏となった等を含む）
，過去I型彼脚雲とがない仕事内客に垂とな
り.常時鵬瓢を強いられる状廸となった

仕事内容・
仕事丑の
【大きな》異
化垂じさ
せる出奈事
があった

③仕事
の丘・

質

★15

|ﾛ■■■
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｢諏詞様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書
D J0

-14ト

整理番号

署
長

〃
次
長

腺
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年11，月 11 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）
2．下記事由により再調査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官、徴収一美

平成 26 年
、

7 月31 日

舗求種別
回療養回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 ソフトウェア開発

事業の名称 ㈱労働通信システム 労働者数 756

人

事業場の所在

一

T － ．

○○県▲▲市 ．
電話 099 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

令
●

かんとくはじめ

監督一
生年月日 昭和57年8月26日 性別 圓・女

職 種

ふりがな

謂求人氏名

システムエンジニア 。

かんとく はじめ

監督一
続柄 、 本人

雇入年月日 平成20年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔舗求時〕疾患名； 適応障害 発痛日： 平成24年 8月 中旬（頃>(発癩時年齢29歳）

[決定時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成24年 8月 中旬（頃)(発病時年齢29歳）

現在の状況
函
死亡、 （死亡年月日8 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述

平成24年4月以降、担当していた課金システム開発プロジェク､トの業務量が増大し、 7月から8月にかけて1
か月当たり100時間を超える時間外労働を行った。その後、同年8月頃から不眠、不安などの症状が出てきたた
め、医療機関を受診したところ、適応障害であると診断された。舗求人は、自分が精神障害を発病したのは長時
間に及ぶ労働が原因であるとして労災請求に及んだものである。 ．

事案の概要
(認定した

事実）

請求人は、平成24年4月以降、謀金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、
整、仕様書の作成、動作賦験等の業務を行っていたが、試験時に発生した不具合等のトラブルを契機に平成24年
5月の連休明けから業務量が急激に増大し、時間外労働は平成24年5～6月にかけて1月間に72時間と前月（34
時間）よりも38時間増加し、また、その後に1か月間に115時間の恒常的長時間労働にも従事したことが鯉めら
れた。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

口次頁（1）の1ないし5に咳当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

回
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する

○○ 局 OO 署



I

調査官意見の詳細

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合議による意見を求める

罰～gC

回上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

◆

-14諾

’

1 自殺事案 ．

2

" 『

業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい
0 ，

3 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められ
る ．

4 謂求人が悪化を主張している． ．

5 発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強鴎その他（ ）の判断につ
いて高度な医学的検討が必要

6

● ● 寺

主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない
＝ e

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が閉められる



1調査結果のまとめ

(1)発病の有無等

f

(2)業務による心理的負荷

l Ⅱ

弱 中 鐘

●

-14←

精神障害発病の有無
一

有
一

・ 無 発病時期 平成 24年 8月中旬 （頃） 自殺。
一

生存

疾 患 名 適応障害 (F4342)

（ ） について主治医の判断の補足が必要。

－

不要

特別な出来事
の 評 ・価

心理的負荷が極度のもの ・ 極度の長時間労働

有（ ）｡
1

● ◆

囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 童］ “●

j”、 恒常的な長時間労働の有無 詞 ･無
I

具体的・出来事
心理的負荷の
総合評価の強度

(新規事業の担当になった､会社の立て直しの担当になった） 平均( 1 .･

具体的な内容及び評価：

q

四 。Ⅲ ）

謂求人は、平成24年4月以降、課金システム開発プロジェクト.のチーフSEとして、客先
との仕様の鯛整、仕犠書の作成、動作試験等の業務を行っていた。
本プロジェクトは新規案件であったが、会社全体の立て直し等、成功に対する高い評価
が期待されるほどの案件とまでは言い難く、また、請求人の担当業務はプロジェクトリー
ダーの指揮の下、諸求人の能力等を勘案しながら決められていたことから、心理的負荷の
総合評価は「弱」 と判断する。

Q

（ 類推の有無 有．函 ）

函 中強

不明 ．．

(仕事内容･仕事趣の(大きな)変化を生じさせる出来事があった）平均( I ･

具体的な内容及び評価： ■ け

回 。Ⅲ ）

請求人は、平成24年4月以降、課金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、客先
との仕様の鯛整仕様書の作成、動作拭験等の業務を行っていたが、試験時に発生した不
具合等のトラブルを劉幾に平成24年5月の連休明けから業務量が急激に増大し、時間外労
働は平成24年5月20日～6月18日で72時間と前月（4月20日～5月19日の34時間）よりも
38時間増加していたことが認められた（発病日が平成24年8月中旬のため、8月11日から
20日までを発病日として10通り計算した結果、平成24年8月17日を起点とする6か月間に
おいて上述の仕事量の変化が閉められた。下配「労働時間の状況（時間外労働時間数) j
参照。 ） ｡
以上により、前月からの時間外労働時間数がおおむね20時間以上増加して、 1か月おお
むね45時間以上となったことが認められることから、心理的負荷の総合評価は「中」と判
断する。

（ 類推の有無 有。囿 ）

弱 園

不明
●

強



’

口

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

､ノ

-14←

’

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：8月17日

発病前1か月

107 時間

発病前2か月

68 時間

発病前3か月

72 時間

発病前4か月

34 時間

発病前5か月

40 時間

発病前6か月

42 時間

複数の出来事の
全体評価

｢新規事業の担当になった」と「仕事量の変化」は関連する出来事であり、これらを全体として解価した場
合の心理的負荷の強度は「中」程度と判断される。
その上で、恒常的長時間労働の状況を確露したところ、発病前6か月（発病日が8月中旬のため、 8月20日
からさかのぼって計算し、項目15で評価した4月20日～6月18日までを除く期間）において、 7月13日～8月
11日までの30日間に115時間程度の時間外労働が認められることから、下肥のとおり、心理的負荷の総合評価を
｢強」に修正する。

総合評価 匝ヨ ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

図確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた繍神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事 ．

（ 類推の有無 有・無 ．）

（ 類推の有無 有・無 ）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる ．

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

特になし

特になし

特になし



2－1 出現した心身の症状等に関する事項

0
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 、 受診期間 病名

初診〔 メンタルクリニックわかば〕 〔 腿4年11月～ 年 月〕 〔 適応障害(F43.2) ]

〔 〕 ． 〔 年 月～ 年 月〕 〔

〔

〕

〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 鯖求人の申述 資料化． 鯛査結果 資料NO.

H24年

5月～

●

平成24年5月の連休明けからの残業は非常に長
かつたと思います。 8月に入って間もなく不眠、
不安などの症状が出たため、その月の産業医の面
談にて体調不良を脈えました。産業医の先生は、
私の相被を受けて、会社に対して残業時間を短く
するよう要諦していただきましたので、会社も配
慮してくれたようですが、私の上司は制限時間内
であれば残業可能との理解でしたので、その後も
時間外労働自体は続きました。

●

(聴取谷）

平成24年8月以降は、不眠、不安感、頭痛など
の症状が継続し、一向に改善することはありませ
んでした。このような症状がある中で何とか勤務
を続けていましたが、産業医の先生の勧めもあっ
て平成24年11月に精神科を受診することとなり、
以後治療を受け始めましたが、結局症状は良くな
らず、平成25年1月から休職することになったも
のです。 （聴取書）

b U

○
○

平成24年6月頃から監督さんとは別の場所で作業
することがほとんどで、その期間の詳しい様子につ
いてはわかりません。 （部下摂津の申述）

平成24年8月頃の監督の様子については、特にお
かしかつたという印象はありません。監督が突然会
社を休んだ時、自宅に様子を見に行ったこともあり
ましたが、監督は「生活が昼夜逆転してしまって起
きることができず、出社ができなかった」と言って
はいましたが、特に変わった様子もなかったと記憶
しています。 （リーダー房総の申述）

平成24年8月に入ってからだったと思いますが、
監督が3～4日くらい休んだ時がありました。後か
ら監督に話を聞いてみると、体調不良とのことでし
たが、今思えば少し沈んだ様子であった気がしま
すb (同僚甲府の申述) ･

● ﾀ

、

０

０
０
０

0
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容 ’

-14ト

I

出来事： 新規事業の担当になった､会社の立て直しの担当になった､仕事内容･仕事孟の(大きな)変化を生じさせる出来事があった

年・月 請求人の申述0 資料N風 調査結果 賞料蜘

H24年
4月～

私が精神障害を発病するに至った原因は、平成

24年5月の連休明け以降の長時間労働にあると考
えていますb -
平成24年4月から、私は「課金システム開発プ
ロジェクト」のチーフSEとして、客先との調整、
仕様書の作成、動作賦験などの業務に従事してい
ました。このプロジェクトは、携帯電話などのパ
ケット通信の課金計算を行うシステムの開発を行
うもので、規模としては大きな案件に入ると思い
ます。
私は、他のメンバーと同様に、房総リーダーの
指揮のもと、開発段階に応じて割り振られた業務
を担当していました。
システムの開発プロジェクトの一員となったの
は、今回が初めてではありません。
平成24年6月以降は、動作試験時に発生した不
具合等のトラブルへの対応に追われていたもの
で、帰宅時間が深夜に及んだり、休日もなく出勤
し続けるといった時期でありました。正確な時間
はわかりませんが、発病直前の頃は1か月100時
間は超えていたのではないかと思います。 （聴取
書) ．

0

○ 納期がいつまでであったのかは覚えていませ

んが、納期前の数か月がもっとも忙しかった記
憶があります。納期前の作業として動作試験を
行いますが、システムにバグが出ればその修正
を行う必要があり、平成24年夏頃も動作賦験を
行っては修正を繰り返すといった作業を行って
いたと思います。監督には以前にも動作賦験を
担当させてきましたので、この作業を任せてい
ました。
忙しかったのは事実だと思いますが、深夜に
及ぶまで作業を行っていたかと言われると、よ
く覚えていません｡休日出勤をすることはあっ
たと思います。
監督の時間外労働についてですが、 1か月
100時間を超えるようなこともあったかと思い
ます。当社では各社員の労働時間について、 1
か月ごとに管理者が承認することとなっており
ますので、正確な時期まではわかりませんが、
監督についても100時間を超える時間について
承隠した記憶があるからです。なお、この時期
は他の者も同じくらいの時間外労働を行ってい
た状況でした。プロジェクトのメンバー全員が
このくらいの時間働かないと対応できない状況
にあったものです。 （リーダー房総の申述）

私の記憶では、このプロジェクトの期間中は
常に忙しい状態にあったと思いま．気私もこの
間は深夜まで働くことが多かったです。
平成24年6月以降、私と監督さんは別の場所
で作業することがほとんどであったため、正確
なことはわかりませんが、私より早く退社して
いたことはなかったと思いますb休日出勤につ
いても、私が会社に出てきた時に見かけること
はありましたが、詳しい出退社の時間は覚えて
いません。
平成24年6月頃の私の残業時間はユか月130
時間程度ありましたので、監督さんが私よりも
少し短かったとしても、 1か月100時間程度は
あったのではないかと思います。 （部下摂津の
申述）

プロジェクト期間中の私の残業時間は1か月
100時間程度はあったと思います。この時期は
プロジェクトのすべてのメンバーが長時間の残
業や休日出勤を行っていました。今思えば凄ま
じい作業盆であったと思いますが、全員がそれ
だけの対応を行わなければこなせるものではな
かつたと思います。 （同僚甲府の申述）

0

○

○

認定事実

鯖求人は、平成24年4月以降、眼金システム開発プロジェクトのチーフSEとして、客先との仕様の鯛整、仕様書の作成､動
作賦験等の業務を行っていたが、試験時に発生した不具合等のトラブルを契機に平成24年5月の連休明けから業務量が急激に
増大し、監督の時間外労働時間は、前月の34時間から72時間に増加した。さらに、その後も長時間労働が継続し、平成24年5
月後半以降、 1か月当たりの時間外労働時間は、72時間、68時間、 107時間となった。 ．
以上により、平成24年5月中旬から同年6月中旬にかけて時間外労働時間数が20時間以上増加し、かつ、 1か月45時間を超
えていたことが鋸められ、また、同年7月中旬から8月中旬にかけて100時間を超える恒常的長時間労働が鰐められた°



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

へ

4－2個体側要因の有無及びその内容．

個体側要因 （有・図）
上記が有の場合その内容

－143－

出来事： 、 なし ‘

年・月
一 ■

請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

■ ■

一一● 合

鼬疋畢実 ．
ヤ ■

q Q
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5主治医・産業医等の意見

I

－1總一

主治医の意見書

圃・無〕

(概要）

(メンタルクリニックわかば桐生医師の意見書） ．

１
２
３
た
４
５
６
ス
７

＠

初診日：平成24年11月20日
主所として、不眠、憂諺感、頭痛の訴えがあった。
初診時の症状として、主所である不眠、憂諺感、頭痛のほか、気分の変動、意欲低下がみられ

疾患名は適応障害(F43.2) 。診断根拠は、 ICD-10の診断ガイドラインによる。
平成24年8月中旬。本人の陳述による。
システムエンジニアとしてソフトウエア開発に携わっていたとのことであるが、繁忙時において
トレスがかかった可能性は否定できない。
初診後、薬物療法・精神療法による治療を開始するも、症状は徐々に増悪して出社不能となる。
その後、休職し、自宅療養の上、薬物療法・精神療法による治療を続けるも症状は一進一退を繰り返
しており、現在も継統して療養中。
8精神障害の既往歴なし。
g他の医療機関の受診なし。 ．
10面鼓調査は可能と考えられる。

◆ ﾛ

●

診療記録等の収集 （、 囿 。 無）

資料恥．

産業医意見書

〔有･園

(概要）

専門医意見書
(繭求人提出）

〔有･園

(概要）

0

■
●



6就業条件等一般的事項

－1斗

学歴 最終学歴〔中学校.高等学校･大学⑳．その他( ) H20年 3月 卒業〕 寅料NO.

職歴

[灘I
現在の事業場に
雇入後の配属先

I灘I
所定労働時間、
所定休憩時間、

所定休日等

{讓騨］

事業場名 職種

〔 開労働通億システム] IH20年 4月 1日～ 年 月 日] [ SE ]

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種■

〔 システム開発事薬郁] IH20年 4月 1日～ 年 月 日] [ ]

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月． 日～ 年 月 日〕 〔 〕
ふ

分
分
０
５４

時
時

９
７１

刻
・
刻

時
時
業
業
始
終
定
定
所
所

所定休憩時刻：

所定休日：

|"鶏
労働時間制度：

e

争

、

I
所定労働時間

(ユ 日） 7 時間 45 分

(1週間） 38 時間 45 分

12時 0分～ 13時 0分 （体感時間 1 時間 0 分）

①週休1日制 …~百薊1 ③カレンダー等により指定 ④その他

年末年始、祝祭日、夏季休暇等 、

①1か月単位変形労働時間制 ②1年単位変形労畿時間制

③フレックスタイム制④銭量労働制⑤その他

'｡…
面面認~]②2交代副(日勤･夜勤>③3交代制 ④その他勤務形態：

|"．
雇用形態：

退
の

出
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
そ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

退勤の管理の状況：

特記事項

｢碇砺頁弓羅貢］ ②契約社員③派遣労働者

④パート・アルバイト⑤その他

①タイムカード ②出勤緯 ③管理者による砿認．④本人の申告

勤務管理表による管理（システムへの本人の入力後、 1か月ごとに管理者が砿駆）

他特記事項 ロ
、

１
１
１
１

I
⑤その他

ｏ
０
．
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｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に麗載
すること。 ｝

システムエンジニアとして通信キャリア向け課金システムのソフトウエア開発に従事
し、客先との鯛整、仕様書の作成、動作試験等の業務を行うもの。

資料No.

事業場(所属部署)内
における当該労働者

’
の位置づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者には○印を

付記すること。

課金システム開発プロジェクド

○

○

●

ﾘーダー

房総文夫

鯛達チーフ
甲府竜夫

阿波栄治摂津吾朗
● ●

堺高徳

己

事業場以外にお
ける当咳労錨者
との相関図
嫁族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
飽者にはO印を
付記すること。

0

｢ 二
父

鯖求人

■
●

(同居）

P

(同居）
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(労働時間の把握方法）

口盈イムカード 、回出勤簿･業務日報等 回施錠記録･警備記録等

ロー人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

C e

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法） ． .

事業場の労働時間管理は勤務管理表によって行われている。勤務管理表は、労働者自身が1日ごとに入
力し、月末に管理者の承認を受けることになっている。入力方法は、直行直帰以外の場合は出勤時間と退
勤時間を入力すると自動計算されるシステムとなっている。
また、事業場では事務室への出入の際にセキュリティーカードを使用することになっており、入退室に
伴うセキュリティ解除の時刻に係る記録が事業場にはあったため､･上記勤務管理表を基本としつつ、当該
入退出記録も参考としながら労働時間を算定した。

d o

■ 、

$
0

● ●

I

資料恥
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事例4出来事が複数ある事案（業務による心理的負荷評価表の項目15と項目
17）

○事案のポイント

・請求人は、新規プロジェクトの担当になり、業務量が増大した。

・同時期に、2週間以上にわたる連続勤務も行った。

○出来事評価のポイント

・2週間以上の連続勤務の結果、当該期間を含む1か月当たりの時間外労働が(大きく）

増大した場合は、項目15と項目17にそれぞれ当てはめて全体評価を行う。

○医学意見の聴取のポイント

“総合評価の結果、 「中」に該当する出来事が複数あり、 「強」に該当するかどうかも含

め判断しがたい場合は、専門部会意見で決定する。 ．

(心理的負荷表（抜粋)）

鰯|藤.蝶
’ 1 1 ｜ I

出来享
の麺昌 其体的

出来事

哩的負曹.の強座彗弱』『詞r強｣と判断する具体例
心理的負荷の健全酵匿の捜貞

弱

Ｉ
！
！
’
，
〃
ゞ
‐
吋
需
・
麹
崎
釣
手

！

一
「
１
１
１
１
鰯
到
ｌ

鍵
言
い

３

一
一
垂

Ｉ

Ｆ
Ｐ
』
Ｏ
Ｇ
一
』
垂

垂
電
↓
↑
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一
‐
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画
一
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扉
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ー
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一
一
一

一
《
Ｆ
Ｃ
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千

０
ヂ
ド
ー

『
郡
・
一

幸
』
赴
苧
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一
一
秤
ｂ
Ｕ
－

ｃ
９
◆
・
毎

伊
Ｐ
刀
・
●
律

一

一
』
ｑ
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●

》

ｄ
序
・
一
ｈ
頭

秘
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サ
ー
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ー
唖
一 ‘O葵唾Lも竜禺淀一■j唖L己一堂

昂

p
q

識０
－
。
外

。
。
●

●
｝
や
《１
－

＝ざざ盟主蓋b号宅V
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壷宇旨-'1．
冥
口一一.品..
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夢謹きき，－
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詮

・案葡の因敗性､純か騒峨と寮
覇内容のギｬｯブ等
‘時間外労働ひ休日労働､宗廟の
密度の庚化の程鷹､仕軍内宮､貝
任の寅化の盟度痔

【画欠病別おおむねﾛか〃I呂刊いて.間
間外野瀕時閥蝕I呂庚化6卿鰔蝿場合
I葛は.愚ロ項目で脚匿される塩aでも､こ
の璃画でも肝遥宇ろ，

【『冊』'二なる例】

’仕車内呼の皮1齢壊易に労応でき
るもの侭)であり､変化険①東箇の負
蒋が大きくなかった

謝金殿･園修専の少麺の強制・■咽
のロハ化の逮展､郁下の畑加ご同一事
案俎内の所風億薯の峨幽食､担当外
皇筒としてのW睡鎖願貝の牡再拝
・仕車量(時間外労■蘭間毒〕I島
『中｣に更らないｵ､皮の王化があう危・

【｢砿｣I”る例】
d畔量力噌し<畑がLで時間外労働も大槻I鞭
える(伯以上1ｺﾛ加L,1月罰たりおおむね1”吟
間以上となる)などの状規に駐り､その徴の皇務に
多大な鰍力を貝した(休魁･休日連砿保するのが函
風なI農どの椣触となった等を含む〉
・過劃覗俄したことがない仕事内容!ご変更とな
り､希時蝿1遇強いられる状館となった

仕事内容・
仕事量の
(大きな>庇
化を生じさ
せる出暴事
力《あった

③仕凍
の五・
頁

★15

【唾』になる罰】
・1かn以上』ゴワたって璽睦画腰を鈴た

・2逼間(12国)以上にわたって麺函厩暹行い．
その閃､遥日､璽硬間間耐g及ぶ勢剛勇畳壹
行った
《いずれも､1日あたりの鯨健時間が轍呂鍾L蠅
合.手1鮨働間が多L,辱の男■密反跡怖i=憶い
俎合をはく）

・案題の困雌性.能か鯉破と案
覇内唇の篝ﾂプ等
・時制外労励､休日労勧.寒流冨
匪の吏化の圏度.案覇の内容.貴
壁の麗化の盟度等

足暹凹bl卜
にわたって
遍腰勘務を
行った

【『澗｣になら”
・休日労魁芒行った

★1フ

’
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｢諏詞様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

-15←

整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
鯛
査
官

係
長

係

復命年月日 ．

平成 26 年12月2 日

1．闘査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）
2．下肥事由により再鯛査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官保険次郎

平成 26 年7月22 日

● ｡

請求種別
回療養回休業口遣
口葬祭口障害

族

その他（ ． 〉

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 情報通信業

事業の名称 旧比ネットワーク㈱ ．

●

労働者数 470 人

事業場の所在

〒． 一

○○県○○市
趣話 999 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

あかさかしんたろう

赤坂真太郎
生年月日 昭和54年10月 17 日 性別 男

職 種

鯖

ふりが雄

求人氏名

ソフトウェア検証業務

あかさかしんたろう

赤坂真太郎
続柄 本人

雇入年月日 平成15年4月 1 日

疾患名及び
発病時期

〔舗求時〕疾患名： 適応障害 発病日： 平成25年 5月 上旬(頃)(発蒲時年齢 33歳）

〔決定時〕疾患名： 適応障害(F43.2) 発病日： 平成25年 5月 上旬(頃)(発癌時年齢 33歳）

現在の状況
匡圃
死亡（死亡年月日： 年． 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述
赤坂真太郎（以
ジェクトの変更に

＄

下「謂求人」という。 ）は、要旨「時間外労働や休日労働が常態化している職場
対応するために多大な時間と労力が必要となり、 リーダーとしての責任もあり、

で頻繁なプロ
深夜残業や体

日出勤をせざるを得なかった。その疲労からメンタルヘルスを害した。 」として労災錆求に及んだ。

事案の概要
(麗定した
事実）

ク

請求人は、平成24年11月に資産管理ツール「Shisan」の開発プロジェクトに加わった。年明け後からプロジェ
ト業務への対応のために労働時間が増加した。業務以外の心理的負荷及び個体側要因は確認されていない。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

回次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合職による意見を求める

口吹頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に骸当するこ'とから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

□
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が腿められ業務以外の心理的負荷等が露められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する

O○ 局 ○○ 署



’

調査官意見の詳細

I1）意見を求める相手方 1

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合議による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに骸当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

請求人は、平成25年2月から3月と4月から5月にかけて2回、 1か月当たり45時間以上の時間外労働に従事
し、かつ、これが前月から20時間以上増加していることが確認できました。これは、 「仕事内容・仕事量の（大き
な）変化を生じさせる出来事があった」の「中」の具体例に合致しており、発病前6か月間に2回生じていること
は、総合評価を強める要素となっています。
また、平成25年2月下旬に13日間連続勤務を行っていたことも認められ、これは、 「2週間以上にわたって連続
勤務を行った」の「中」の具体例に合致していると判断されることから、 「 「中」の具体例に合致する出来事が複
数ある場合」に該当するものとして、専門部会への協蟻を依頼する吹第ですも
なお、業務以外の心理的負荷や個体側要因については確認されていないことを申し添えます。

-155-

1 自殺事案

② 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷が「強jに該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が駆められる

4 諸求人が悪化を主張している

I

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断について
高度な医学的検討が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

7 疾患名がICD-rOのF3あるいはF4でない

8
申

ザ ●

業務による心理的負荷が「強」に咳当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が明確に｢強｣に該当することが明目かだが、 業務以外の心理的負荷又は個体側要因が記められる



1調査結果のまとめ

(2)業務による心理的負荷

I

-lf

精神障害発病の有無
一

有
一

・錘
‘、､、 発病時期 平成25年 5月上旬(頃） 自殺 。 生存

疾 患 名 適応障害(F43.2)

（ ）について主治医の判断の補足が必要。
I

園

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・ 』厘度の長時間労働

有（ ． ） 2園

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無｜囿・無 ｜恒常的な長時間労働の有無｜ 有 ・圏

具体的出来事色

心理的負荷の
総合評価の強度

(仕事内容･佳事堂の(大きな)変化を生じさせる出来事があった） 平均( I

具体的な内容及び評価：

回 Ⅲ）

請求人は平成24年11月に資産管理ツール｢Shisan」の開発プロジェクトに加
わった。以後、その対応のために時間外労働時間が増加し、また、休日労働も
行った。平成25年2月2日から同年3月2日までの1か月間において102時間、同
年4月2日から5月1日までの1か月間において73.5時間の時間外労働を行って
おり、いずれも前月との比較で時間外労働時間数が20時間以上増加していること
が確認された。 （発病日が平成25年5月上旬のため､一｣5月1日から10日までを発
病日として10通り計算した結果、平成25年5月1日を起点とする6か月間におい
て上述の仕事量の変化が認められた。下記「労働時間の状況（時間外労働時間
数） 」参照。 ） ｡
以上より、具体的出来事として「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさ
せる出来事があった」が認められ、 「中」の具体例に合致することから、心理的
負荷の強度は「中」と判断する。

(類推の有無 有 ・團） 穴

の 丹

弱回強

不明
●

(2週間以上にわたって連続勤務を行った） 平均( I回Ⅲ）
具体的な内容及び評価：

請求人は､平成25年2月15日から同月27日までの間において､ 13日間蓮績鋤務
を行っていることが確麗された。
以上より、具体的出来事として「2週間以上にわたって連続勤務を行った｣が
認められ、この間、深夜労働が3日間確認されているが、連日とまでは言えない
ため、心理的負荷の強度は「中］と判断する。

■ ① (類推の有無 有 ・團）

弱回強

不明

（ ） 平均( 1 ．ⅡbⅢ）

具体的な内容及び評価：

●

0●

､

〃

①

｡

(類推の有無 有 ・ 無）

弱中強

不明



I

’

I

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

－1部一

’

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：5月1日

発病前1か月

73.5 時間

発病前2か月

34.5 時間

発病前3か月

102.0 時間

発病前4か月

63.0 時間

発病前5か月

3‘5 時間

発病前6か月

33.5 時間

複数の出来事の
全体評価

以上から、心理的負荷の強度が「中」程度の出来事が複数認められ、これらの出来事を全体評価
した場合の心理的負荷の強度の判断が困難であるため、専門部会の合議による意見を求めることと
したい。

総合評価①強②中③弱 ⑤中か弱か不明
０
８
。

ー

や
□

④強か否か不明

出来事の有無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる 、

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

因
無
要側
有
体個
の

回確寵できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状況

そ の 他

■ ウ

特になし ．
●

特になし

特になし



2－1 出現した心身の症状等に関する事項

-15串

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

. 、 医療機関名 受診期間 病名

初診〔関東大学病院 ] [ H25年 5月～ H25年 9月] [ 適応障害 〕

〔認対クリニック ] [ H25年 10月～ 年 月] [ 適応障害 〕

〔 〕 〔 ． 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕〔 〕

年・月 請求人の申述 資料恥． ， 調査結果 資料No.

H25,1

"5.5

■

､珈膣松〃凸理伽Wｰ山J-Uソ『≠、 目凹醒Lv畢干碑色凹干ユノコ玉

だったと思います。この時の症状は、咳が止まらな
い、腹痛、出勤したくないと感じる、不眠、疲労感な
どです。 （聴取書）

その後も心身の不鯛が続いたため、平成25年5月中
旬に産業医と面談したところ、専門医を受診するよう
に言われ、産業医から紹介された関東大学病院を受診
し、そこで適応障害と診断されました。 （聴取書）

あ

く
ｰ

0

○

○ 発病直前の赤坂さんの様子については、半休
を取得することが多くなっていたなと思いまし
たが、様子がおかしいとまでは思いませんでし
た｡

彼が休職したいと言ってきたどきに驚いたの
を覚えています。

、。

(同僚山田聴取書）

「Shisan」プロジェクトに加わってからも、
様子がおかしいと思ったことはありません。私
の部下だった頃も和気あいあいとやっている印
象でしたし、 「Shisan」プロジェクトには彼の
同期もいましたので、仲間内で仲良くやってい
た記憶があります。

(元上司佐藤聴取書）

赤坂さんの当時の様子はいつもと変わりませ
んでした。また、休む直前の様子は、プロジェ
クトメンバーで交代で休みを取っていて､‘私は
ちょうど休んでいたので、はっきり覚えていな
いです6

（同僚田中聴取書）■

■

○
○
○
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3業務による心理的負荷の有無及びその内容

口
〃

、

’

-－159-

出来事： 仕事内容･仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった．2週間以上にわたって連続勤務を行った

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資粥 ，恥

H24.11

125.3

鰯求人作成の「出来事メモ」抜粋）

平成24年11月に入り大きなプロジェクトに配属
され、大量の資料や情報を把握するために残業が
増大した。作業ごとの締切りが次々に迫ってお
り、帰宅時間が深夜になったり徹夜をするごとも
あった。

私が今回の疾患について思い当たる原因として
は、平成25年の年明けから業務量が増えたことだ
と思う。
そのころの平均的な退社時間は22時過ぎであ
り、定時で退社することは月1回もなかったと思
や

フ。

私が「Shigan」プロジェク
務は、検鉦作業という業務で、

ﾄで担当していた業
開発作業の後にし

か着手できないため、開発が遅れてしまうと作業
時間が制約され、残業が増える原因となった。

0

平成25年3月の13日連続勤務については、具体
的にどの作業の締切りかは覚えていないが、
｢Shisanjに追加する機能の検証作業が重なった
上に、必要な人手が確保できなかったためだと記
庶している。

○

○

赤坂さんが「ShisBn」プロジェクトに入った
のは平成24年11月頃だと記憶しています。
｢ShiSan｣はサーバーの動作環境や他の関係ソ
フトとの連動など、検証範囲が他のプロジェク

ﾄよりも広く、幅広い知職が求められました。

(同僚山田聴取書）

当時の赤坂さんと私は同じような作業をやっ
ていたので、平成24年の年末から業務量が増え
た印象はありますb "
｢Shi"njの開発が遅れて検証作業に入れな
い間も、稼働中の旧バージョンの不具合への対
応があり、決して手持無沙汰で開発を待ってい
るということはありませんでした。

(同僚田中聴取書）

｢Shisan」プロジェクトは作業ごとの納期が
細かく決まっており、マネージャーである私
は、納期から逆算した期限で完成するように指
示をします。 ．
平成25年4月と5月に納期がくる作業につい
ては絶対に遅れられないものだったので、運く
まで残ってやってもらっていたと思います。

（上司鈴木聴取書）

○
○
○

認定事実

請求人は、平成25年2月2日から同年3月2日までの1か月間において102時間、同年4月2日から5月1日までの1か月
間において73.5時間の時間外労働を行っており、いずれも前月との比較で時間外労働時間数が20時間以上増加していることが
確認された。
これは、 「仕事内容・仕事量の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」の「中」の具体例に合致することから、心理
的負荷の強度は「中」と判断する。
また、請求人は、平成25年2月15日から同月27日までの間において、 13日間連続勤務を行っていることが確認された。
これは、 「2週間以上にわたって連続勤務を行った」に当てはまり、この間、深夜労働が3日間確認されているが、連日と
までは言えないため、心理的負荷の強度は「中」と判断する。 ‘

p 9b



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・函）
上記が有の場合その内容

t
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出 罪; なし

年・月 謂求人の申述 資料N風 調査結果 資料恥

● 夕

◆

9 ．

認定事実

■ ■
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5主治医・産業医等の意見
I

I

｜

’

l

ノ
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’

主治医意見書

(囿無）
I

概要）

①初診日
平成25年5月26日
②受診の端緒
・ 平成25年の年明けから、咳･頭痛・動機が出現し受診．
③初診時の主翫及び他覚的所見
咳・頭痛・動悸
食欲低下（－） 不眠（＋） 抑うつ気分（＋） イライラ（＋） ．
④傷病名
F43.2適応障害
⑤診断根拠

■ も

強いストレスにより上記の症状を示したため。
⑥発病時翻 ．
平成25年5月上旬頃 ．
⑦発病時期の推察根拠
本人の申立てと症状の出現状況から判断した。
⑧治療経過
休業を指示し投薬開始。薬の抵抗が強く自己中断されていたが、休養のみで症状は改善した。
しかし復帰が近づくと症状が動揺した。投薬を再開し、 3か月休養したが、症状は改善を見

ず、典型的な適応障害とは言い難い。

診療記録等の収集 （囿・ 無）

資料No.

産業医意見笹

(囿無）

(概要） ．

①初診日
■ひ

平成25年5月10日 ．
②受診の端緒
不定愁鮮。業務多忙により疲労感が抜けない。
③初診時の主暁及び他覚的所見
疲労感、意欲低下を感じる。咳が止まらない、腹痛などの不鯛が持続
④傷病名 。
精神疾患が疑われたため、関東大学病院専門医を紹介。

診療配録等の収集 （ 囿 ． 無）

｡

専門医意見書

(錆求人提出）

（有團）

概要）

Q

6 0



6就業条件等一般的事項
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学歴 段終学歴〔中学校.高等学校③学院･その他( . ) H16年 3月 日蛙沙 中退〕 資料NO.
職歴

{灘1
現在の事業場に
雇入後の配属先

|鰯 I

I

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等 。

当咳労働者に
ついて記載
すること。

●

I

事業場名 職種

〔 日比ネットワーク ] [ H15年 4月 1日～ 年 月 日] [ SE ]

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

〔 クオリテイ部門] I H16年 4月 1日～ 年． 月 日] ( SE )

〔 管理部門 ] I H15年 4月 1日～ H16年 3月 31日] [ 事務職 〕

ｊ
Ｊ

ｆ
ｔ

ｊ
ｊ
日
日

月
月

年
年

一
一
日
日

月
月

年
年
．

ｆ
ｌ

ｌ
１

１
ｆ

分
分
０
０
３
３

時
時
９
８１

銅
翻
業
業
始
銭
定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 8 時間 O 分

(1週間) 40 時間 0 分

所定休憩時刻： 12時0分～ 13時 0分 （休憩時間 1

所定休日： ①週休ユ日制②週休2日制

|"…
労働時間制度： ②1年単位変形労働時間制

時間 分）

④その他

③フレックスタイム制④裁赴労働制⑤その他

|"…
応雨砺1②2交代制(日勤･夜勤)③3交代制 ④その他勤務形態：

１
１
１

|… I
雇用形態：

退
の

出
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ
そ
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｌ

勘の管理の状況：

特記事項

他特妃事項：

姦頁~了羅頁1 ②契約社員③派遣労働者
④パート・アルバイト⑤その他

②出勤簿③管理者による砿腿．④本人の申告⑤その他

’

③カレンダー等により指定

①1か月単位変形労働時間制

①正メ

①タイムカード

ｸ
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｛

当咳労働者の
日常業務

具体的に妃戟
すること。 I

ソフトウエア検囲湧§務

･ソフトウエアの不具合発生時における再現砿認
･開発部門の仕様確駆
･テスト設計の作成、テストの実施
･派遣スタッフの業務進捗轆潔

｡ O
②

賓料No.

0

事業場(所属部署う内
における当咳労働者

I
の位歴づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

○

○

． （本店） 、

○

5岸-号
I

クオリティ部門マネージャー
鈴木一

ノ

元管理部門マネージャー
佐藤史郎

’

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聡取実
施者にはO印を
付配すること。

●

$

別居 婚姻、別居

●

赤坂三郎（父）

兄 鮪求人



7労働時間を認定した根拠

）

-1"-

(労働時間の把握方法）

回タイムカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告． 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法） ．
事業場の労働時間は勤怠表で管理を行っている。この勤怠表は、各自で入力または出社・退社ボタンを
押して労働時間を管理している。この勤怠表を用いた算定を行っている。

■ ●

●

■

● q e

■ 町

● け

■

。 ○

■ 由

申 ●

〆 ●
q

資料恥
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1
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’
事例5 1か月に80時間以上の時間外労働を行った事案（業務による心理的負

荷評価表の項目16） ．

○事案のポイント

・請求人は、異動により新規店舗の店長となり、業務量が増大した。

O出来事評価のポイント

・項目16で評価することとなるのは、原則として引き続く長時間労働以外には出来事が

存在しない場合であるが､この項目で『強」と判断できる場合には､他に出来事が存

在してもこの項目でも解価する。

I

O医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、明確に「強」に骸当するが、業務以外の心理的負荷が認められる場

合は、専門医意見で決定する。 ． ．

(心理的負荷表（抜粋)）

｜
’

』

鋤翻:__聯

’
1

I

、

●
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I

出家事

の臣且

亭甸的“
－

貝体的
出豪事

函
一
趣

－
１

醒
一
岬
ー

■

唾
一
睡
一

■

心画的負荷の緯合肝伍の榎貞
心…負荷の強度を『岡』『中』『強』…具翻

国 中 強

05

》
唖
鄭

1か月I魂ロ

時困以上
の時岡外

労■
た
節っ

★

・室屋⑩露画性
・長時聞労側の■纏翻間

【画どの垣日の『■■外型、1世西潅
て休日置垂■鹿些⑰号

【咽J1鞄る例】
・ 1か月睡O角閥輯の時岡外労
■壱行った

《画包の項日で厩……”
勝…。

【咽』唾る例】
・健白直面の璽竺1金堂血月髄に､1月白たりお
お“1鋤時岡以上の時餌外労■を行い､その

白田内容鋼常その屈良”■■侭を昼す“
ので蝉た

・長官旦塗の璽辱全虫か旦国里1月回たりお
茎竺?巽博田口上の吟璽外労使塵箭い､その
直■内…竃罰圃度”■時田錘す“
⑭でちつ迄

21

④役創
・地位
の
等
支化

画■蛇埋
”韮

★

。■Ⅲ.■厩の寅化の穆塵陣ロ

紐換の忠由･健迅専
・婁重⑳璽岡瞳酋力･軽瞳上傘
務内容のギや海
・その後の”内容､案…
■度､■垣の人因■侭等

『嘩h蝋自肇唾｡

【画｣l…”
・以咋■…■田辱､田“鎮
後の~絶昌1号覚応できるもので
塾りこ室牝笙の空写毎竺害さ唾徹で
… 。

■ ●6 F
凸 ● ●

: ｡:．郊溌乳.…
●

【唾』イエ”】
。■璽翠首Lた軍届塗…貝の嘉翻弓拠
…こ“っ峰め.E■鱈倹後の裏目1z封
羅のに多趣歯力を頁した
。P口曜奥埜の埴瞳が.迅麺且恥ら詫貝

~趣



障揃言1様式1

精神障害の業務起因性判断のための調査復命書

-166-

整理番号 ○

署
長

次
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 26 年2月27日

1．調査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

0

鯛査官職氏名

受付年月日

●

厚生労働事務官安全二郎

平成 25 年9月20日

舗求種別

回療養口休業口遺族

口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 飲食業

事業の名称 キャプテンフードサーピス㈱キャプテンラーメン国道5号店 労働者数 7

人

事業場の所在
ザ

ー ①

T 一

○○県ロロ市
蹴話 99 （ 9999 ） 9999

被災

ふり力§な

労働者氏名

ろうせいいちろう｡

労政一郎
生年月日 昭和56年7月10日 性別 團・女

職 種

ふりがな

請求人氏名

店長

ろうせいいちろう

労政一郎 ．
締 本人

雇入年月日 平成15年4月 1 日

疾 〔購求時〕疾患名

〔決定時〕疾患名

適応障害(F43.2) 発痛日： 平成25年 7月 下旬頃（発病時年齢32歳）

適応障害(F43.2) 発痛日： 平成25年 7月 下旬頃（発病時年齢32歳）

現在の状況
陛彊
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

鯖求人の申述

平成25年4月にキャプテンラーメン国道5号店の店長として異動し、近隣3店舗のエリアマネージャーを兼任
することになった。異動後の業務の状況は、退職等により担当エリア内の社員に欠員が生じた場合など、所属店
舗以外の店舗に応援に出向かなければならないことも多々あり、また、店舗の売上の低下に伴い、アルバイト等
の人件喪を削滅するために自分が長時間労働を行うことで対応するなど、過酷な労働条件の下で勤務を続けてい
たものであり、仕事が原因で精神障害を発病した。

事案の概要
(認定した
事実）

平成25年3月、同年4月に新規オープンする「キャプテンラーメン国道5号店」の立ち上げの責任者となり、
オープン後は、同店舗の店長として異動することになった。この時、併せて近隣3店舗のエリアマネージャーも
兼任することになった。異動後の購求人の業務は、所属店舗での勤務に加え、他店舗所属の社員の欠員を補うた
めに応援に出向くなど、労働時間は長時間に及ぶようになった。また、同年5月中旬以降は、開店直後と比べて
売上も減少していたことから、アルバイト等の人件費を削減するため、自らが長時間労働を行うことで対応する
など、長時間労働の状況が続いていた。 ．
論求人は、同年7月下旬頃から心身の不調を訴え、同年8月12日に受診した精神科で適応障害と診断された。
業務以外の心理的負荷として妻の退職があった。また、個体側要因は確認されなかった｡、

総合判断
〔調査官の意見〕

本件は、 〔畷悪日 ・ 業務外〕と考える。
(理由）
請求人は、平成25年7月下旬頃に適応障害を発病していたものと認められる。
発病直前の3か月間に1か月当たり102時間、 117時間、 112時間の時間外労働を行っていたことが罷められ、
かつ、業務内容も通常その程度の労働時間を要するものと認められることから、具体的出来事の「1か月に80時
間以上の時間外労働を行った」の「強」の具体例に骸当し、総合評価は「強」と判断する。
業務以外の心理的負荷として、平成25年5.月に妻がパートを退職したことが記められるが、その心理的負荷の
強度はIであり、本件発病との関係があるとは考えられず、また、個体側要因の存在も確認されていないことか
ら、本件は業務上と判断する。

（医学意見書：障門園・ 部会）b

○○ 局 OO g
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1総合判断

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

’
1

’

’
I

’
I

-lf

精神障害発病の有無
■■■■■■■■■

有
一

・ 無 発病時期 平成25年 7月 下旬頃

疾 患 名
(ICD-10診断ガイド
ラ インによる）

適応障害(F43.2)

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの・極度の長時間労働

有（ ）

a ●

囹

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ

る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無
一

有
■■■■■■■■

・ 無 恒常的な長時間労働の有無 有。

■■■■■■■

無
p、､、

■■■■■■■

具体的出来事
a荷の
の強度

(1か月に80時間以上の時間外労働を行った）平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回 。Ⅲ ）

平成25年4月に新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店長と
して異動し、この時、併せて近隣3店舗のエリアマネージャーも兼任することに
なった。異動以降の請求人の業務は、所属店舗での勤務に加え、他店舗所属の社
員の欠員を補うために応援に出向くなど、労働時間は長時間に及ぶようになっ
た。また、同年5月中旬以降は、開店直後と比べて売上も減少していたことか
ら、アルバイト等の人件費を削減するため、 自らが長時間労働を行うことで対応
するなど
このよ
、長時間労働の状況が続いていた。
うな状況から、発病直前の3か月間に102時間、

全

117時間、 112時間の時間
外労働を行っていたことが認められ、かつ、業務内容も通常その程度の労働時間
を要するものと認められることから、総合評価は「強」と判断する（発病日が平
成25年7月下旬のため、 7月21日から31日までを発病日として11通り計算した結
果、平成25年7月30日を起点とする6か月間において上述の仕事趣の変化が認め
られた。下記「労働時間の状況（時間外労働時間数) j参照。 ） ⑥

（ 類推の有無 有．図 ）

弱中 強

（ 配置転換があった ）平均( I ･

具体的な内容及び評価：
回。Ⅲ ）

平成25年4月10日、新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店
長として異動したが、従来から店舗の店長業務には従事しており、異動後の業務
自体は容易に対応できるものであった。
また、同店舗の店長への異動と同時に、複数の店舗を担当するエリアマネー
ジャーを兼任することとなり、異動後しばらくの間は一定の労力を費やすことと
なったが、エリアマネージャーの職務自体の負荷は顕著なものではなかった。
以上のことから、総合評価は「中」と判断する。

（ 類推の有無 有・e 函 ）

弱 田 強

（ ） 平均( 1 ･ Ⅱ ．Ⅲ ）

具体的な内容及び評価：

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

，

I

-16鍔

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：7月30日

発病前1か月

112 時間

発病前2か月

117 時間

発病前3か月

102 時間

発病前4か月

75 時間

発病前5か月

74 時間

発病前6か月

70 時間

複数の出来事の
・全体評価

吟 ● ●

総合評．価 弱 中 図

出来事の有無

U確罵認できなかった 、

回確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

妻がパートを退職した

(類推の有無 ・有倒

(類推の有無 有・無）

国 Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものとは認められない ．

口確認できた内容は下記のとおりでこれにより発病したものと認められる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び.内容）

既 往 歴

アルコール等
依存状祝

そ の 他

特になし
●

特になし

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項

1
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔村吉メンタルクリニック] [ H25年 8月～ 年 ． 月] [ 適応障害 〕

ｊ
ｌ
ｊ

ｆ
ｆ
ｆ

１
Ｊ
１

月
月
月

年
：
年
年

へ
一
へ

月
月
月

雫
年
年

ｌ
化
ｆ

Ｊ
Ｊ
ｊ

ｆ
ｌ
ｌ

年・月 請求人の申述 資料M. 調査結果 資料N○・

H25年

7月

H25年
8月

平成25年7月中旬頃から、御飯を食べられな
い日があった。 （聴取書） ．

平成25年7月下旬頃から、寝付きが悪くな
り、朝起きてから吐くことが多くなった。ま
た、仕事に行こうとすると、手の霞えなどの症
状が出ることがあった。仕事中は気が張ってい
たのか、業務に支障が出ることはなかった。
(聴取書）

平成25年8月11日、勤務中にアルバイトの磯
野から「顔色がおかしい」ということを言わ
れ、自分としても体調の変調が気になっていた
ので、精神科を受診することにした。 （聴取
書）

○
○
○

平成25年7月中旬頃だったと思いますが、労政店

長が仕事中にいらいらしているのを感じた。顔色も
良くなく、 「最近眠れない」ということを聞いたこ
ともあります。 （アルバイト磯野の申述）

平成25年7月下旬頃、私の店舗に応援に来ていた
労政マネージャーから、 「最近眠れない日が続いて
いる」 、 「気分が良くない」と聞いた。この時、顔
色がおかしいという印象はなかったd (駅前店店長
本田の申述）

平成25年8月11日、この日の労政店長の顔色は明
らかにおかしかったので「顔色がおかしい」旨を労
政店長に伝えた
になっていたよ

。労政店長も最近の体鯛の変化が気
うで、翌日病院に行ってみると言っ

ていた・ （アルバイト磯野の申述）

○
○
○

。



3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： lか月に80時間以上の時間外労働を行った

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H25年
4月

H25年
5月

年
へ
溺
月
Ｈ
６

7月

平成25年4月10日、新規オープンしたIキヤプ
テンラーメン国道5号店」の店長として異動する
ことになりました。また、同時にエリアマネー
ジャーとして近隣3店舗を担当することになりま
した。 （申立書）

平成25年5月上旬頃、担当店舗の社員が退職す
ることになり、該当の店舗では一時的な人員不足
の状態に陥りました。該当の店舗内での鯛整だけ
では対応できない日もあり、私自身が応援に行く
ようになりました。週に1回程度は応援に行って
いたと思います。 （聴取割

平成25年5月中旬以降、所属店舗の売上が開店
直後よりも大きく落ち込んできたことから、アル
バイトの人件受を少しでも削減しようと、私自身
の勤務時間を長くするようにしました。 （聴取
書）

平成25年6月～7月も担当店舗への応援やアル
バイトの人件受の削減を続けましたので、長時間
の勤務が続いていました。本社からは人員の補充
もなく、一方で、売上はしっかりとあげるよう店
長会議で指示があるなど、次第に追い込まれてい
きました。 （聴取観

○

○
○
○

･組織図
･平成25年4月10日付け辞令の写し

(事業場提出資料）

社員が急に1名退職することになり、人員不
足の状況から労政マネージャーには頻繁に応援
に来てもらうことになりました。所属店舗の売
上の関係でも大変な時期にあり、相当大変な状
況であったかと思いますb (駅前店店長本田の
申述）

労政から人員の補充について要望があり、会
社としても早期に対応したいと考えていました
が、すぐに人員を確保することができず、結果
として労政に負担がかかってしまったと思いま
す。 （事業場からの報告）

事業場から提出された勤務配録等によると、
労政の発病直前3か月の時間外労働は102時
問、 117時間、 112時間程度であったことが認め
られる。

■ 竿

6

q O

、

○
○

0

○
○

ｐ
ｐ

●｡

認定事実
｡

平成25年4月に新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店長として異動し、この時、併せて近隣3店舗のエ
リアマネージャーも兼任することになった。異動以降の鯖求人の業務は、
を補うために応援に出向くなど、労働時間は長時間に及ぶようになった。

所属店舗での勤務に加え、他店舗所属の社員の欠員
また、同年5月中旬以降は、開店直後と比べて売上

も減少していたことから、アルバイト等の人件費を削減するため、自らが長時間労働を行うこ､とで対応するなど､長時間労働
の状況が続いていた。 ．
このような状況から、発病直前の3か月間に102時間、 117時間、 112時間の時間外労働を行っていたことが認めらｵ1,,か
つ、業務内容も通常その程度の労働時間を要するものと露ぬられた。
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I

出来事： 配置転換があった

年・月 請求人の申述 資料恥 闘査結果 資料恥

舵5年
4月

平成25年4月10日、新規オープンした「キヤプ
テンラーメン国道5号店jの店長として異動する
ことになりました。新規店舗ということで、最初
は大変ではありましたが、店長業務自体はこれま
でもやっていましたので、苦になるものではあり
ませんでした。
また、同時にエリアマネージャーとして近隣3
店舗を担当することなり、しばらくの間はこの兼
務が負担になっていました。しかし、慣れてくる
とそれほど業務自体に負荷はなかったように感じ
ていますもそれよりも、やはり長時間労働がきつ
かつたと思いますb (聴取書）

● ●

0 労政マネージャーは、最初は大変そうでした
が、次第に本領を発揮されて、卒なくエリアマ
ネージャー業務をこなしていらっしゃったと思
います。 （駅前店店長本田の申述）

店長業務自体はこれまでも2店舗の店長経験
がありましたので、異動が特段負荷になるよう
な状況ではなかったと思いますもエリアマネー
ジャーの業務についても、
の人員に欠員が生じるよう

兼任当初は担当店舗
なこともなく、円滑

に業務を進められていたものと認織していま
す。 （事業場からの報告）

％

○

○

● C

認定事実
Q

平成25年4月10日、新規オープンした「キャプテンラーメン国道5号店」の店長として異動したが、従来から店舗の店長業
務には従事しており、異動後の業務自体は容易に対応できるものであった。
また､．異動と同味に、近隣3店舗を担当するエリアマネージャーを兼任することとなり、異動後しばらくの間は一定の労力
を費やすこととなったが、エリアマネージャーの職務自体の負荷は顕著なものではなかった｡．



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・図）
上記が有の場合その内容

ゲ

-17＞

出来署 ¥： ・ なし

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

H25年
5月

5月中頃に妻が長く勤めていたスーバーのパー
ト勤務を辞めることとなりました。新しく上司に
なった社員との折り合いが悪いようでした。
自分の仕事も人手不足や売上減少などで頭を抱
えていた時だったので、 「こんな時に辞めるとは
」という思いや今後の家計への影轡が少し頭をよ
ぎ りました。
私の収入も含め家計の管理は妻に任せていたの
で、実際に妻の収入がどれくらい家計に入ってい
たのかははっきり分かりません。
（聴取書） ．

■ 9

○ 私は家の近くのスーパーで10年近くパートとして
勤務していましたが､平成25年4月に上司の横柄な
態度に我慢ができず仕事を辞めることにしました。
私はパートを辞めましたが､収入は月5万程度で
したので､家計への影響はそれほどありません。
(妻厚子の申述）

○

､

○

認定事実 ’

平成25年5月に、妻が長年勤めていたパート勤務を退職した事実が認められるが、この事実は「業務以外の心理的負荷表」の
｢配偶者が仕事を始めた又は辞めた」に該当し、その心理的負荷の強度はIとされている。

1

q D
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5－1主治医・産業医等の意見
〃

’

’
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主治医の意見書

圃 ･網

●則

(概要）

(村吉メンタルクリニック村吉医師の意見書）
1初診日：平成25年8月12日
2主訴として、不眠、憂露感、倦怠感等の所えがあった。 ．
3初診時の症状として、不眠、憂諺感、倦怠感、疲労感を認める。その他、仕事に行こうとすると
嘔気、手の震え、気力の低下等の症状があるとのことであった。
4疾患名は適応障害。診断根拠は、 ICD-10の診断ガイドラインによる。
5平成25年7月下旬。この頃から上紀3の症状が出現しているとのことであった。
6 月100時間を超える残業が続いているとのことであり、この残業による強いストレスが原因で上
記3の症状が出現していると判断した。
7平成25年8月13日より会社を休むよう指示し、休養を取らせた。薬物療法、精神療法により、
徐々に嘔気、手の震え、憂鯵感、倦怠感等が軽快に向かった。現在も通院を継続しているが、間もな
く職場への復帰が可能と考えられる。
8精神障害の既往歴なし。
9他の医療機関の受診なし。
10聴取に当たっての制限は特になし。

Ｌ
Ⅱ
夕
●

診療記録等の収集 （囿・ 無）

8 ．

資料恥．

■I

産業医意見書

〔有･園

慨要）

専門医意見書
(鯖求人提出）

〔有･園

G e o〆q

畷要）

e o

‐ 合
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5－2専門医の意見
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(監

部会
● 色

黒頼）
の意見書

●

わ

合 、

専
壷＝一

(地方労災医員朝霞秀樹医師の意見書）
1精神障害の発病について
．請求人は、平成25年4月以降に業務が著しく多忙となり、平成25年7月中旬頃から食事が摂れ
なくなる、また、同月下旬頃から寝付きが悪くなり、朝起きてから吐くことなどの変調を来した
旨申述している。診療記録や諸求人の心身の症状に関する申述等を踏まえると、主治医意見のと
おり、請求人は、平成25年7月下旬頃に適応障害(F43.2)を発病したものと判断される。

2業務による心理的負荷の検討
署の調査によれば､請求人は､平成25年4月に新規店舗の店長となり､併せて近隣3店舗のエ
リアマネージャーも兼任することになった。それ以降の請求人の業務は、所属店舗での勤務だけ
でなく、他店舗の管理も重なり、労働時間が長時間に及ぶようになったb
このような状況から、発病直前の3か月間に102時間､ 117時間、 112時間の時間外労働を行って
いたことが認められ、かつ、業務内容も通常その程度の労働時間を要するものと認められること
から、総合評価は「強」と判断する。 ．

3業務以外の心理的負荷及び個体側要因の検討
平成25年5月に請求人の妻が長年勤務していたパート職を退職した。この出来事の心理的負荷
の強度はI程度と考えられるところ、パート収入の減少が家計に及ぼした影響も小さいと判断さ

れることから､当該出来事は顕著なものとはいえず､謂求人の発病に影響を及ぼしたとは考えら
れない。

4結鯖

る

6

以上のことから、本件請求人が発病した精神障害は、業務による心理的負荷によるものと考え
｡ 。

D C

、

グ

◆ -

0 ゅ

｡ ●
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’

‘ 学歴 最終学歴〔中学校･高等学校⑲大学院･その他（ 〃 ) H15年 3月 中退〕 資料NO.

職歴

{灘I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I
所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

{孝瀞I

事業場名 職種
0 q●

〔 ｷｬブﾃﾝﾌｰドｻｰ密翻] [ H15年 4月 1日～ 年 月 日] [ 飲食店スタッフ〕

ｊ
Ｊ

ｌ
ｆ

ｌ
１
日
日

月
月

年
年

一
一
日
日

月
月

年
年

１
ｆ

ｊ
ｌ
・

ｆ
ｆ

・ 配属先 職種

〔 キヤ”ﾝﾜｰ湊ﾝ唾6”〕 【腿5年 4月 10日～ 年 月 日〕 〔 店長 〕

〔 同駅前本店] IH22年 2月 15日～ 1125年 4月 9日] [ 店長 〕

〔 同駅前3号店] ･ [ H20年 1月 25日～ H22年 2月 14日] [ 店長 〕

〔 本社 ] [ H15年 4月 1日～ H20年 1月 24日] [ 社員 〕

分
分
０
０

時
時

９
８１

麺
銅
業
業
始
終
定
定
斤
吊 ｛

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

〈1週間） 40 時間 0 分

分 〈休憩時間『定休憩時刻： 12時 分～ 13時 1 時間 0 分）

『定休日： ①週休ユ日制 ②週休2日制
■■

■し

特配事項

;働時間制度：

特配事項

｢而赤…蘭蒔商薊1

「耐了う夛二繭冒万雷更1 .④その他

②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④裁量労働制⑤その他

i務形態： ． ①日勤勤務②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制

特配事項 シフト制

匝壷画

店舗の営業時間は、 11時から23時30分であり、早番(9時～18時） ・遅番(15時～23
時）のシフト制であった。

1用形態： ②契約社員③派遣労働者

④パート・アルバイト⑤その他

|退勤の管理の状況：①タイムカード ②出勤簿 ③管理者による破認

特配事項

匡藏扉司凧

全社統一の出退社システムにより、出社時間、退社時間及び休憩時間が管理されてい
る。

の他特記事項：
◆ 0

D ■

o O

、

１
１
１
１

I

①正規職員・従業員

○
○
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｛

当咳労働者の
日常業務

具体的に記載
すること。 I

店長として勤務し、ラーメンの下準備、鯛理のほか、店舗の運営全般（アルバイトの
シフト作成、売上管理、イベント企画など）を行う。また、近隣3店舗を統括するエリ
アマネージヤーを兼務しており、他の店舗の運営の統括を行うほか、人員不足等の際に
は該当店舗の業務応援にも従事した。

ク
■
Ｉ

甲
●

資料No.

事業場(所属部署)内
における当餓労働者
の位霞づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付記すること。

○

｢ニートーー可－－
(駅前地下街店） (国道5号店） （中町店） （駅前店）

○

○

■ ’

■ ●

店長兼エリアマネージャー
請求人

店長
本田

アルバイト
磯野

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友入等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付記すること。

0

○

■ ●

○

p ● ｡

e 台

舗求人
労政厚子
(妻）



7労働時間を認定した根拠
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(労働時間の把握方法）

ロタイ:ﾑカード ロ出勤簿・業務日報等 口施錠記録･警備記録等

回本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

回その他 （ 出退社システムにより、出社時間、退社時間及び休憩時間を管理）

(労働時間の推計方法） ．

事業場から提出された出退社システムによる出社時間等の記録を基に算定した。
なお、休憩時間の算定に当たっては、出退社システムの記録は実態と異なるとの請求人の申立や関係者
からの聴取結果に基づき、システム上の記録から1日当たり30分を減じている。

資料 ld



事例6 2週間以上にわたって連続勤務を行い、その後に恒常的長時間労働も
●

認められた事案（業務による心理的負荷評価表の項目17）

○事案のポイント

“請求人は、新たな顧客からの受注により業務量が増大し、2週間以上にわたる連続勤

務を行った。

。その後、月100時間程度の恒常的長時間労働にも従事した。

○出来事評価のポイント

・項目17は、連続勤務を行ったことに伴う精神的・肉体的疲労等による心理的負荷を評

価する項目であり、恒常的長時間労働と組み合わせて総合評価することができる。

,この場合、恒常的長時間労働を評価する期間は、連続勤務を開始した日より前及び連

続勤務を終了した日より後の期間となる。

○医学意見の聴取のポイ．ン卜

，総合評価の結果､明確に｢強」に該当するが､発病時期が特定できない場合は､専門

医意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）

’ ’
2哩鯆的憂時間労衝が塊められる堰合の鱈古野窪

①具体的出素事の心理的負荷⑮箪度が労働関餌を加珠せずに『中』程度と醇唇される岨合であって.出奈なの後に恒粛的な受時間労働(月100WM唾となる吟閣外労
衝)が座められる堪合には､勘合肝逼は『強｣とする｡

2哩鯆的憂時間労衝が塊められる堰合の鱈古野窪

①具体的出素事の心理的負荷⑮箪度が労働関餌を加珠せずに『中』程度と醇唇される岨合であって.出奈なの後に恒粛的な受時間労働(月”0時M唾となる吟閣外労
衝)が座められる堪合には､勘合肝逼は『強｣とする｡

平均的②"覇総負荷の強亜l

具体的Iも直唾費の率I心理的負禰の総合肝匿の摂胤
出来車l 【 I匠1，1

心理的負禰の総合肝画の櫓点 I哩坤の諏慧洞』『中』『強｣と測斯蝿具体例
」 …一一 ‐

| …。

心唾的負初の強度慧洞｣r中｣『強』とｳﾘ断渉る具体例

中

噌懇鯉幽塵が画這
||剛溌鴎

強強

出来車
の頂型

弱弱
■

…‘鬮圃…＊【髄刎或る”
・1か月曜l上にわたって襲腹画闘を1号った
・2辺閣《12日)以上I幸たって返侵勘準伺い
その間､遅日､･蜜夜時間翻こ茂暮内聞外労■E
行った

(いずれも､'1日あたりの労岡翰秘《将に短↓､場
奮､手扮ち時間が多倒淳の労側曹斌が特に蝉、
堪合E除く】 ．

・2逼閣《12日)以上I幸たって返侵勘準伺い
その間.遅日､･蜜夜時間弱き及暮内聞外労■E
行った

（いずれも､'1日あたりの労悩翰秘《将に短↓､塙
倉､手扮ち時間が多倒淳の労側曹斌が特に蝉、
堪合E除く】 ．

・案箇の困此性､能力･狂験と裳
薩内喜のギャップ等
・時嗣外労囲.休日労恥案務密【崎』I君なる周】
度の変化の狸鰹妄務の内容.叉・体臼労艮を行った
塁の室化の租庇等

・案箇の困此性､能力･軽験と裳
薩内喜のギャップ等
・時嗣外労囲.休日労出､案務塵
度の変化の狸底､妄務の内容.宜
塁の室化の租皮等

【『時』I君なる副】
・体臼労■を行った‘,|誤|難| |＊

2遭聞以上
に斗雄って
遁璽動砿婁

杼った

， ｜ ｜ ｜ ’ ｜ ｜鰹墜婆熟寮

-178-
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医学意見の要否等に係る調査復命書
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整理番号

署
長

次
長

課
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日

平成 25 年3月26日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

鯛査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官政策勉

平成 24 年12月 3 日

硝求種別
回療菱回休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ． ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 ・ 染物業

事業の名称 認対染物
｡ q ●

労働者数 7 ．

人

事業場の所在

ー

T 一

○○県××市
● ● 電話 099 （ 999 ） 9999

被災労働者氏名

しんぱしゆか

新橋由香
生年月日 昭和57年2月 1 日 性別 男 。 女’

職 種

ふりがな

謂求人氏名

｡ ｡

染物工

しんばしゆか

新橋由香
続柄 本人

雇入年月日 平成21年4月15 日

疾 〔舗求時〕疾患名： 発病日： 平成年 月解陸性障害 日 （頃)(発病時年齢 歳）

〔決定噸疾患名： 発病日： 平成年 月 日 （頃)(発病時年齢 歳）

現在の状況
匡冨

●づ

死亡 （死亡年月日： 死亡時年齢年 月 日 歳）

請求人の申述
請求人新橋由香（以下「請求人」という。 ）は、 「パートが数名ﾚﾍるものの正社員は硝求人1名で、とても1
人ではこなせないような仕事量を納期までに間に合わせなくてはならないため、連日長時間労働に及んだこと」
が原因で精神障害を発病したとして労災謂求に及んだもの。

事案の概要
(認定した
事実）

鯖求人は、平成21年4月15日から、認対染物の正社員として革製品の染色業務に従事していた。
鯖求人は平成24年9月18日の業務中にけいれん発作を起こし、東日本労災病院に救急搬送され、 「てんかん発
作」と診断された。同病院に入院中、 ヒステリー様の症状も見られたため、精神疾患の可能性も考えられるとの
ことから、同病院の紹介により、同年10月2日に精神・神経医療クリニックを受診したところ「解離性障害」の
診断を受けた。
けいれん発作前6か月間においては、平成24年4月9日から同月20日までの12日間の連続勤務が認められ、ま
た、 8月11日から9月10日までの1か月間に100時間を超える恒常的長時間労働が認められた。

〔調査官意見〕

本件について、下記によることとしたい

●

〃

口次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合議による意見を求める ．

回次頁（1）の1ないし5に咳当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

□ 次頁（1）のいずれにも咳当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



鯛査官意見の詳細

I

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合議による意見を求める

上記1～5に該当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

、

・対象疾病の発病時期について
主治医意見書によれば、請求人は解離性障害を発病しているとのことですが、その発病時期について、 「初診
日以前の状況は不明」とされていますので、署の調査結果等を踏まえ、発病時期に関する見解をご教示くださ
い。

（

－1”一

1

1 ● ｡

自殺事案

2 業務による心理的負荷の強度について｢強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3
業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が罷められ
る ．

4 錆求人が悪化を主張している

5
発病の有鶏疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ）の判断につ
いて高度な医学的検肘が必要

⑥ 主治医の意見による判断に補足が必要である ．

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない

8 業務による心理的負荷が「強」に該当しないことが明らかである

9 業務による心理的負荷が「強」に骸当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる



＝‐ 凸一 ●一一ゆ ●●■ー

』

1調査結果のまとめ

(1)発病の有無等

｜
I

(2)業務による心理的負荷

’
1

-181-

精神障害発病の有無 有
一

‘ 無 発病時期 平成 年 月 日 自殺。 生存
一

疾 患 名 解離性障害 (F44)
7

（ 発病時期 ） について主治医の判断の補足が

■■■■■■■■■■

必要
■■■■■■■■■■■■

・ 不要

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が極度のもの ・ 極度の長時間労働

有（ ） 。 図

発病前6か月閼
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無 詞 ・ 無 恒常的な長時間労働の有無
■■■■■■■■■

有
I■■■■■■■■■

･無

具体的出来事 ．
心理的負荷の
総合評価の強度

(2週間以上にわたって連続勤務を行った） 平均( I ･

具体的な内容及び酔価：
回 ｡Ⅲ ）

､ ■

平成24年4月から、本来業務に加え、パート社員の育成業務に携わったことから、平成24
年4月9日から同年4月20日まで連続12日間の勤務が認められた。なお、当該連続勤務は深
夜時間帯に及ぶものではなかったことから、具体例に照らして、心理的負荷の強度を「中j
と判断する。
その上で、恒常的長時間労働の状況を確露したところ、けいれん発作前6か月（発病日が
不明であるが、平成24年9月18日の勤務中に発作を起こしていることから、 9月17日からさ
かのぼって計算し、出来事17として評価した4月9日から4月20日までを除く期間）におい
て、 8月11日から9月10日までの30日間に115時間溜鍍の時間外労働が罷められることか
ら、下記のとおり、心理的負荷の総合評価を「強」に修正する。

q ､

（ 類推の有無 有。園 ）

弱中

、 不明

■

圓

（ ） 平均( 1･ ． Ⅱ 。Ⅲ ）
具体的な内容及び詳価：

（ 類推の有無 有・無 ）■

弱 中強

不明

（ ） 平均( I 。 Ⅱ 。Ⅲ ）
具体的な内容及び評価；

（ 類推の有無 有・無 ）

弱中強

不明



』

（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

－1畦

労働時間の状況
(時間外労働
時間数）
起点：9月17日

発病前1か月

101 時間

発病前2か月

60.5 時間

発病前3か月

51.5 時間

発病前4か月

37 時間

発病前5か月

61 時間

発病前6か月

61 時間

複数の出来事の
全体評価

■ q

総合評価 回 ②中 ③弱 ④強か否か不明 ⑤中か弱か不明

出来事の有無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる ．

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

● ●

具体的出来事

（・類推の有無 有・無 ）e

（ 類推の有無 有・無 ）

I Ⅱ Ⅲ

I Ⅱ Ⅲ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった ．

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる ‘

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往‘ 歴

アルコール等

依存状況

そ の 他

特になし
□

特になし

特になし ，



’
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項

I

一

-1野一

当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 ・ 受診期間 病名

初診〔東日本労災病院 ] [ H24年 9月～ 月] [ てんかん発作年 〕

〔 柿仲･神径医療ｸﾘﾆｯｸ ] ( H24年10月～ 年 月] [ 解離性障害 ] ･

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月～ 年 月〕 〔 〕

年・月 開求人の申述 資料NO. 鯛査結果 資料恥．

H24.2

H24.9

0

・ 乎威Z4¥Z月くらいに、延曇に対する小凋か

大きくなり、どうにか抑えようとしていました
が、どんどん強くなっていったので、 3月で仕事
を辞めようと考えていました。自分の制御がきか
なくなる前に辞めようとタイミングをみていまし
たが、忙しくて辞めることができず、耐えきれず
に爆発してしまい、 9月18日に倒れたのだと思い
ます。 （聴取書）

・ 平成24年9月18日、作業
ラジオの音が遠く聞こえ、何

場で鞄の染色中に 、。

だかいつもと違うな
と感じていたところ、めまいもし出したため、椅
子をつなげて横になって休もうとしたとたん、筋
肉が委縮するように体全体がかたまり、動けなく
なりました。
。 しばらくしてから大きなけいれんも出てきた

ため､ .パートの人に救急車を呼んでもらい、東日
本労災病院に撤送されました。
・ 東日本労災病院では12日間入院しましたが、
けいれん発作はてんかんの症状ではなくメンタル
からきていると思われるから専門医を受診するよ
うにと言われました。 （聴取書）

b

0『 。

○

○ ・ 平成24年9月18日、東日本労災病院に救急搬送
され「てんかん発作」と診断されて入院したが、入
院中にヒステリー混入の疑いが生じたため、東日本
労災病院の紹介により、同年10月2日、 ､国立精神・
神経医療研究センターを受診し『解離性障害」と診
断され、現在も通院中。 ．
・ 同年9月18日以降休業し、復職することなく同
年12月27日付け退職

〈．

● 8

■ 0

○



、

3業務による心理的負荷の有無及びその内容
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出来事： 2週間以上にわたって連続勤務を行った

年・月 請求人の申述 資料Nb. 調査結果 資料恥．

H24.4

H24.9

・ 正社員が私一人しかおらず､パートが4， 5

人いましたが、みんな主婦で、 2人以外は繁忙期
だけに雇っていました。

・ お客様は何社かあり、20日納期のお客犠と月
末納期のお客禄がありました。20日納期のお客様
は発注量が多いのが特徴で、月に100品以上の数
量だったと思います｡､月末納期のお客様はクオリ
ティ重視で、月に30品程度納品していました。私
はこれらのほとんどすべてを担当していました。

・ 1品仕上げるのに必要な時間は、色や大きさ
にもよりますが、 1時間程度ですもモノによって
は1週間くらい作業時間を要するものもありま
す。 ．

・ 私は通常1日10品程度、繁忙期には20品程度
仕上げることもありました｡． ，

・ 繁忙期は9～12月で、 4～6月も比較的忙し
いです。

(聴取書）

・ 平成24年4月から、社長の方針でパートを青
てようというごとになり、私が仕事を教えていま
したが、その分私の時間が割かｵ1,てしまい、自分
の仕事が進まないために、かえって忙しくなって
しまいました。

・ 社長には正社員が私一人では厳しいという鯖
をしていましたが、正社員をもう一人雇ってほし
いという希望を伝えた結果が、パートの育成と
なってしまい､､余分に仕事が増えて絶望的な気持
ちになりました。

‐
(聴取書）

・ 平成24年の8月から新しいお客様から受注が
入り、例年よりも剰亡期への入りが早かったと思
います。

・ 通常は月に100品程度仕上げているのが、繁
忙期は200品程度にまで増えますので、当然労働
時間は長くなり、ほとんど終趣で帰るような生活
になります。

・ 20日の納期が過ぎても、
品物を仕上げる必要があり、

月末納期のお客様の
社長と一緒に作業す

るため、極端に月の後半の作業が楽になることは
ありません。
、． 0

聴取書）

○ ・ パートは全部で5人いて、週5日勤務が2

人と、あとは週1～3日勤務を短期間お願いし
たりします。

・作業内容は革製品の染色アシスタントで、
大量に発注するお客様の品物のうち、簡単なも
のを割り振りますb ,

・ 毎月20日の前1週間は忙しくなります。会
社の売上の7割くらいが20日納期のお客機のも
のであり、そのほとんどを新橋が担当していま
した。
・末日納期のものはクオリティ重視だったの
で、私が仕上げ状態を細かく確認していまし
た｡

． （事業主）9

・ 新橋から正社員一人でやるのは厳しいとい
う飴もあり、平成24年4月からパート社員の仕
事内容を見直し、専門的な技術を要する品物も
少しずつ担当させてみることにしました。

・ パートに新たに担当させる作業は、新橋が
担当する20日納期の品物の一部でしたので、
パートへの指導も新橋にやらせていました。
・ 4月は繁忙期ではないので、パートへの指
導を行ったからと言って極端に忙しくなること
はなかつたと思います。 ‘

(事業主）

・ 平成24年4月9日から同20日まで13日連続
勤務を行っていた。 （事業場提出の出勤簿）

・ 平成24年8月に新しい顧客を獲得しまし
た。得意先からの紹介でしたので、私たちの技
術が評価されていると嬉しく思ったのを覚えて
います。

・ 繁忙期に重なりましたので大変でしたが、
パートを増員したり、作業を分担するなどで乗
り切りました。

0

・ 新橋は染物工程全般を担当でき、お客様か
らのクレームも少なかったので、忙しいときに
は負担をかけたとは思います。

(事業主）

○

○

○

認定事実 P

.鯖求人は、平成24年4月9日から同20日まで13日連続勤務を行ったことが認められる。
また､連続勤務の理由も通常の作業に加えてパート労働者の育成を行うなどにより、納期までの作業時間が十分に砿保でき
なかったために、平日の時間外労働に加えて休日にも出勤しなければならない状況にあったことが認められた。
さらに、請求人は、平成24年8月11日から9月10日までの30日間に、新たな受注による業務量の増大のため、
程度の時間外労働を行っていた。

① ●

115時間15分



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

I

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・図）
上記が有の場合その内容

-185-

出う
Ｔ
宅
‐

Ｅ
」 罪： ． なし

年・月 謂求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

今

認定事実



5－1 ．主治医・産業医等の意見

夕

0

〆

－1酷

主治医の意見書

・ ・圃・無〕

●

(概勤

東日本労災病院関東医師作成意見書（平成24年12月10日付け）
（1）初診日： 平成24年9月18日 ．
（2）受診の端緒及び主脈： 仕事中に突然倒れ、脱力感、下肢しびれ脈えにて救急要舗。

救急隊到着時にJSC1-2～1－1の意織障害あり。
（3）初診時における症状： 来院時左半身の上下肢～体幹にかけて間代性けいれんあり。

投薬にて喪失。

(4)疾患名及びその診断根拠： 疾患名、てんかん発作6 ,
診断根拠、症状十脳波でてんかん波の出現みられたため。

（5）発病時期及びその診断根拠： 平成24年9月18日。診断根拠は上述
（6）治療経過： 内服にてエクセグラン（抗てんかん薬）開始し、症状再発はみられなかった。9
月18日～9月29日まで入院｡
（7）既往歴：自律神経失鯛症と診断されていたとのこと。
（8）他の診療機関の受診の有無等： 入院中、ヒステリー様の症状も見られたため、精神疾患の可
能性もあり、退院後精神科に精査フォローを依頼。 ． ．

診療記録等の収集 （園・ 無）

精神、神経医療クリニック近畿医師作成意見書（平成25年1月23日付け）
（1）初診日： 平成24年10月2日
（2）受診の端緒及び主訴： 東日本労災病院よりの紹介ロ 。

｢自分はてんかんなのか」ということを主解にてんかん外来を初診。
（3）初診時における症状： 「自分でないような感じjが数分持続する

｢心の中に自分が2人いる」感じがする。
（4）疾患名及びその診断根拠:F44解離性障害

◎

意識の変容～昏迷状態を呈するも、てんかん発作とは臨床的に相違
があり、脳波でも明らかなてんかん性異常なし。また症状とストレ
ス因に関連を閲める。■

（5）発病時期及びその診断根拠： 初診日以前の状況については不明
（6）治療経過： 当院による精査のため外来通院をしていたが、 10月20日外来受診時昏迷状態とな
る。10月20日～28日入院。入院時の検査でもてんかんは否迄情緒的混乱も改善したため退院。退院
後は外来通院中。

診療配録等の収集 （囿 。 無）

資料No.

産業医意見書

〔有･園

(概要）

専門医意見書
(請求人提出）

〔有･園

概要）

◆ 4



6就業条件等一般的事項

1
1

1

－1罪

I

学歴 最総学歴〔中学校.高等学佼…学院･その他( ) H18年 3月 卒業〕 資料No.

職歴

|聡I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{灘｝

岳昏

I

所定労働時間、
所定休憩時間、
所定休日等

当骸労働者に
ついて紀戟
すること。 1

事業場名 職種

〔 蝿対染物 ] IH21年 4月 15日～ H24年 12月 27日][ 染物工 〕

〔 ﾎｼﾖｳﾜｰｸｽ, ) [ H18年 4月 1日～ H21年 2月 28日] [ 派遣 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 ． 〕

配属先 職種

[ ) IH21年 4月 15日～ 腿4年 12月 27日〕 〔 染物工 〕

〔 〕 〔 ・ 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

分
分
０
０

時
時
９
８１

駒
翻
業
業
始
終
定
定
所
所 ｛

所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） “時間 0 分

所定休憩時刻： 12時 0分～ 13時 0分 （休麹時間 1 時間 0． 分）

所定休日： ①週休1日制 ｢面画碗~百雨1 ③カレンダー等により指定 ④その他

|…
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間制 ②1年単位変形労働時間制

③フレックスタイム制④戟量労働制⑤その他

|~…
勤務形態：

|・…
扇用形態：

②2交代制(日勤・夜勤） ③3交代制 ④その他

｢碇羅頁了蕊顯可 ②契約社員③派遣労働者

④パート・アルバイト⑤その他

出退勤の管理の状況：①タイムカード
●

’
特配事項

その他特妃事項：

I

皿 ③管理者による敵翻④本人の申告⑤その他

１
１
１
１

1

①日勤勤務

0

○
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｛

当餓労働者の
日常業務

具体的に妃峨
すること。 I

染物工として、革製品の染色業務を行うもの。染料の色鯛合から実際の染色、乾燥工
程まで一貫して担当する。

● 巳

資料MO.

事業場(所属部署)内
における当咳労働者

I
の位置づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

CQ

○

○

一

●

｡ ■

■
①

、

他、パート社員4， 5人 ．

事業主
神田文男

鯖求人

事業場以外にお
ける当咳労働者
との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

●

■

(同居）

○

(同居）

■

､ ●

父



｜
ト

、

7労働時間を認定した根拠

｜

0

-18f

I

● 申

(労働時間の把握方法）
６

ロタイムカード 回出勤簿‘業務日報等 口施錠記録･警備記録等

口本人の申告 口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

《
ｆ
０
０

(労働時間の推計方法）

事業場では出勤簿に押印し、残業を行った際は、時間数を備考欄に手書きで追記する方法で労働時間を
管理していた。 ．

a ｡

■

資料恥



事例7出来事が複数ある事案（業務による心理的負荷評価表の項目21と項目

30）

○事案のポイント

・調求人は、異動の内示を受けたが、家族の事情を理由に転勤を拒み、会社と話し合い

を行った結果、転勤は取消となり、同一事業場内での配置転換を受けた。

・請求人は、新たに配置された部署の上司から嫌がらせを受けたと主張している。

f

○出来事評価のポイント

･同一職場内での人事異動等に伴う心理的負荷は、項目21で評価する（参考：転居を伴

う人事異動は、この項目ではなく項目22で評価する｡)。

・上司が部下に対して行った嫌がらせ。いじめは、業務指導の範囲を逸脱した言動を指

しており、業務指導の範囲内である指導・叱責や、業務上の対立を原因とする心理的

負荷は、項目30で評価する。ただし、発端は業務指導であったとしても、結果的に業

務指導の範囲を逸脱した言動が含まれる場合には項目29で評価する。

○医学意見の聴取のポイント

・総合評価の結果、「中」に該当する出来事が複数あり、 「強」に該当するかどうかも含

め判断しがたい場合は、専門部会意見で決定する。

(心理的負荷 抜粋)）

ー
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｢軍詞ﾗ1様式2

医学意見の要否等に係る調査復命書

F下さ一壱5ー~薑1

’
I

1

-191-

’
’

1

整理番号 ○

署
長

次
長

諜
長

給
付
調
査
官

係
長

係

復命年月日 ．

平成 25 年5月 8 日

1．鯛査官意見のとおり決定する。 （平成 年 月 日）

2．下記事由により再調査を要する。

調査官職氏名

受付年月日

厚生労働事務官
0

労働太郎．

平成 25 年1 月15 日

請求種別
回療養口休業口遺族
口葬祭口障害
その他（ ）

労働保険番号 99.9.99.999999-999 事業の種類 輸送用機械器具製造業
●

事業の名称 ㈱花丸輸送機東北営業所
c c

労働者数 20 人

事業場の所在

■■■■

丁 ． － ．

○○県・ ・市
篭話 999 （ 999 ） 9999

ふりがな

被災労働者氏名

いふくかわお

医福川男
生年月日 昭和40年4月 17 日 性別 男

職種

ふりがな

諸求人氏名

営業、事務

▲

いふくかわお

医福川男
続柄 本人

雇入年月日 平成9年3月 日

疾 〔鯖求時〕疾患名： 適応障害 発病日： 平成24年 10月 上旬(頃)(発病時年齢 47歳）

〔決定時〕疾患名： 発病日： 月年 日(頃)(発病時年齢 歳）

雛の状況 匡圃
死亡（死亡年月日： 年 月 日 死亡時年齢 歳）

請求人の申述

請求人は、親の介護等の理由により転勤しないとの条件の下、平成9年3月より勤務していたが、平成24年7
月、東北営業所から愛知県にある本社マーケティング部門への異動の内示を受けた。謂求人が労働組合に相談し
て会社側と話し合った結果、転勤自体は取消となったが、平成24年9月1日付けの異動辞令はそのまま行われ、
東北営業所で本社マーケティング部門の業務に従事することとなり、職種も営業職から事務職へと変わった。ま
た、この異動に加え、マーケティング部門のマネージャーからの嫌がらせを受けたことも重なって、精神障害を
発病した。

事案の概要
（認定した
事実）

鯖求人は、平成24年9月1日付けで愛知県にある本社マーケティング部門に異動となり、東北営業所に勤務し
ながら本社マーケティング部門の所属として業務に従事することとなった。なお、この異動に伴い、錆求人の職
種は営業職から事務職へと変わった。異動後の平成24年9月下旬頃からは、マーケティング部門の安芸マネー
ジャーから担当業務に関して度々叱責を受けるようになり、平成24年10月上旬頃から、眠れない、足が重い、 頭
痛、食欲不振、倦怠感といった症状が出現し、受診した医療機関において適応障害との診断がなされたものであ
る ＠

〔鯛査官意見〕

本件について、下記によることとしたい
0

回次頁（1）の1ないし5に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門部会の合厳による意見を求める

口次頁（1）の1ないし5に該当せず6ないし9に該当することから、本復命書を添付し（2）により専門医の意見を求める

□
次頁（1）のいずれにも該当せず、業務による強い心理的負荷が認められ業務以外の心理的負荷等が認められないことか
ら、主治医による意見書により業務上と決定する



医学意見の要否等に係る調査復命書

1）意見を求める相手方

上記1～5のいずれかに該当することから、専門部会の合畿による意見を求める
0

』
0

上記1～5に咳当せず、上記6～9のいずれかに該当することから、専門医の意見を求める

口上記のいずれにも該当しないことから、主治医による意見書により業務上と決定する

（2）専門部会・専門医への意見依頼内容及びこれに対する署の見解等

業務による出来事による心理的負荷の総合評価について
請求人は糖神障害の発病原因として、配置転換と上司トラブルを主張しています。署の見解としては、下記のと
おり総合評価は「中」と判断しておりますが、これは「 「中」の具体例に合致する出来事が複数ある場合」に該当
しますので、専門部会への協議を依頼する次第です。業務による心理的負荷に関する見解をご教示ください。
（署の見解）
調査によれば、諸求人は平成24年7月に愛知県の本社への異動の内示を受けたが、労働組合を通じた異動の取消
交渉を行った結果、同年9月1日から勤務地を変更しないまま本社所属になった。これは、 「配置転換があった」
の｢中」の具体例に合致すると考えられる。
また、請求人は、配置転換後の新しい部署の上司から嫌がらせを受けた旨申し立てているが、その内容は業務上
必要な叱責であって業務指導の範囲を逸脱するものではなく、いじめ、嫌がらせ等とは評価できないものであっ
た。これを、認定基準の別表1の具体的出来事に当てはめると、 「上司とのトラブルがあった」に該当し、その平

駕繍鯛溌嬢離農娯喜鵠鰯鯖撫杢識字驫喜熱融f勘舞糞警蹴
考えられる。
なお、業務以外の心理的負荷や個体側要因については確認されていない。

ゾ

-19←

1 自殺事案
● 旬

、 業務による心理的負荷の強度について「強」に該当するかどうかも含め判断しがたい

3 業務による心理的負荷が「強」に該当することが明らかだが、顕著な業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる

4 錆求人が悪化を主張している

5
発病の有無、疾患名、発病時期、心理的負荷の強度、その他（ ． ）の判断について．
高度な医学的検肘が必要

6 主治医の意見による判断に補足が必要である

O 由

7 疾患名がICD-10のF3あるいはF4でない
ー

8 業務による心理的負荷が「強」に咳当しないことが明らかである ．

9 業務による心理的負荷が明確に「強」に該当することが明らかだが、業務以外の心理的負荷又は個体側要因が認められる
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1調査結果のまとめ

(1)発病の有無等

(2)業務による心理的負荷

〃

-193-

精神障害発病の有無 囿・無 発病時期 平成24年 10月 上旬(頃） 自殺 。 階
一

一

章
■
↓

疾 患 名 適ル 扇障； f (F43.2)

(． ）について主治医の判断の補足が必要･画

特別な出来事
の 評 価

心理的負荷が 露度のもの・極度の長時間労働

有（

r

） 。 図
9

ヘ

発病前6か月債
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務による出
来事及び出来事
後の評価

出来事の有無｜囿・無 ｜恒常的な長時間労働の有無｜ 有 ・園

具体的出来事 ． ，
心理的負荷の
総合評価の強度

（ 配置転換があ

具体的な内容及び評価：

つた ）平均 ( I 回 Ⅲ）

会社から平成24年7月に本社マーケティング部門への異動の内示が行われた
後、辞令交付日である平成24年9月1
社との異動取消に係る折衝などにより
められる。

日までの間、請求人は労働組合を通じた会
、一定の心理的負荷を負っていたものと認

なお、折衝の結果、異動の内示は取り消され、同一事業場内の配置転換とな
り、請求人の職種は営業から事務へと変更され、請求人の意思に反した業務に従
事させられることとなったが、従事する業務の内容自体は負担が軽減されたもの
と判断される。
以上により、配置転換により請求人は一定の心理的負荷を負ったと考えられる
が、転勤を伴う異動は回避され、また、異動後の業務自体は負荷が軽減されたも
のと判断されるので、心理的負荷の総合評価は「中」と判断する ｡

(類推の有無 有 ・開）

弱困強

不明

（上司との卜 ラ

具体的な内容及び評価：

プルがあった）平均 ( 1回Ⅲ）

請求人は異動後の平成24年9月下旬頃から安芸マネージャーによる嫌がらせが
始まった旨を主張しているが、マネージャーから指示のあった資料作成時に誤
字・脱字が散見された際や、謂求人が報告期限までに担当業務に係る報告を行わ
なかった際に、マネージャーが請求人を指導・叱責していた事実は認められた。
その他、請求人が主張するマネージャーからの嫌がらせの事実は確認されなかつ
た。
以上により、マネージャーによる請求人への嫌がらせ等の事実は認められず、
業務指導の範囲内での指導・叱責を受けていたものと認められるので、心理的負
荷の総合評価は「中」と判断する｡.．

(類推の有無 有 ・園）

弱回強

不明

（ ） 平均( 1 ．Ⅱ．Ⅲ）

具体的な内容及び評価： ’

(類推の有無 有・無）

弱中強

不明



（3）業務以外の心理的負荷及び個体側要因

○
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労働時間の状況
(時間外労働時
間 数． ）

発病前1か月

6 時間

発病前2か月

15 時間

発病前3か月

44 時間

発病前4か月

59 時間

発病前5か月

51 時間

発病前6か月

36 時間

複数の出来事の
全体評価

確認された出来事の心理的負荷はいずれも「中」と判断されるが、これらの出来事を全体評価し
た場合における心理的負荷の強度が「強」と判断されるかどうかの判断力梱難であるため、専門部
会の合溌による意見を求めることとしたい。

総合評価①強②中③弱 ⑤中か弱か不明

ｐ
■

④強か否か不明

出来事の有無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる
口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる ‐

発病前6か月間
に起きた精神障
害の発病に関与
したと考えられ
る業務以外の出
来事の評価

具体的出来事

0 ●

日

b

(類推の有無 有・無）

(類推の有無 有・無）

I ⅡⅢ

I ⅡⅢ

個体側要因
の 有 無

回確認できなかった

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものではないと考えられる

口確認できた内容は下記のとおりで顕著なものと考えられる

個体側要因の評
価(顕著な事項
及び内容）

既 往 歴

アルコール等

依存状況

そ の 他

．特になし

特になし
0 9

●

特になし
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2－1 出現した心身の症状等に関する事項
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当該疾病に
関する精神
科等の医療
機関の受診
状況

医療機関名 受診期間 病名

初診〔 三賎病院精神科 ] [ H24年 10月～． 年 月] [適応障害 〕

ｊ
ｊ
ｌ

ｆ
ｆ
ｆ

Ｊ
Ｊ
ｊ

月
月
月

年
年
年

一
一
一

月
月
月

年
年
年

ｆ
ｆ
ｆ

Ｊ
ｊ
Ｊ

ｆ
ｔ
ｔ

年・月 鯖求人の申述 資料恥． 調査結果 資料No.

H24年
10月

写

平成24年10月上旬頃から、眠れない、足が重い、頭
痛、食欲不振、倦怠感の症状が出てきた。同年10月10
日に三陸病院精神科を受診したところ、適応障害と診
断された。 （聴取書）

○・

』

平成24年10月22日付けの三陸病院精神科隠岐
医師の診断害では、 「疾患名：適応障害、上記
疾病により平成24年10月10日から当分の間の通
脚ﾛ療を要すb 」と記載されている。 （三陸病
院精神科診断書）

平成24年
思いますが

9月下旬か10月に入った頃だったと
、医福は調子が悪そうな禄子であっ

た。 「大丈夫か」と医福に声をかけたが、その
時の医福は｡ ｢大丈夫です」と答えていた。陳
北営業所所長土佐）

医福が精神科を受診したと聞いたのは平成24
年10月下旬であったと思う。その時に医師の診
断書の写しがメールで送られてきた。普段から
趣話やメールでのやり取りしかなく、 日食の変
鯛について詳しいことはわからない。 （本社
マーケティング部門マネージャー安芸）

○
○
○

■
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出来事： 配置転換があった

年・月 請求人の申述 資料恥 調査結果 資料恥

i24年
7月

睦
明
年

私は会社への入社に当たり、家庭の事渭
介護）から転勤はしないという条件の下、
年3月から勤務していました。

(親の

平成9

平成24年7月になって突然愛知の本社への異動
の内示が行われました。突然のことに私は非常に
驚きましたが、家族のこともあるため絶対に受け
入れることはできず、また、退職して新しい仕事
を探すこともできる状態になかったため、すぐに
労働組合に相鮫し、会社との交渉の場を股けても
らいました。その後、数度の交渉を経て、本社へ
の転勤は取消となりましたが、異動の辞令はその
まま行われて、本社所属となりつつも、勤務地は
東北営業所のままとなりました。最初に異動の内
示が行われた平成24年7月から辞令を受ける9月
までの間は、転勤することになれば退職
得ないという思いから、不安な日々を過
ました。 （聴取書)・

6

せざるを
ごしてい

平成24年9月の異動に伴い、営業職から事務職
へと職種が変更されました。私は元々営業志望で
会社に入社しましたので、職種の変更は不本意で
したが、家族のためにも仕事を続けることが最優
先であると自分に言い聞かせていました。
異動後の業務は、営業のような売上目標もな
かつたため、数字に追われて仕事をするといった
ことはありませんでした。朧取替）

○

○

事業場が医福と交わした雇用契約書等におい

て、医福の勤務地を東北営業所に限定する趣旨
の規定は罷められなかった。 （事業場から提出
された雇用契約書等の関係書類）

事業場は平成24年7月に、医福に対して愛知
本社への異動について内示を行っているが、医
福の家族状況や、その後の労働組合との交渉も
踏まえて再検討を行った結果、本社への転勤に
ついては取り消すこととした。ただし、本社
マーケティング部門への異動は予定どおり行
い、勤務地を東北営業所のままとした。 （事業
場からの報告）

医福の異動について、医福は長年営業として
勤務していましたが、営業成績は常に芳しくな
く、会社内でも人事的な措置を考えなければな
らない状況にありました。本来であれば指導等
によって改善させるべきですが、本人の性格も
あってか、我々の指導を受け入れることをせ
ず、思うように改善させるには至りませんでし
た。このような経緯から、一度は本社への異動
の内示が行われたものです。医福の転勤がなく
なった後、代わりに別の者を異動させるといつ
た措匿は行っておりません。
なお、当社では、勤務地を限定する契約を締
結している正社員はおりません。医福の採用時
の面接を行った者が何か話をしていたのかもし
れませんが、詳しい状況はわかりません。 （東
北営業所所長土佐）

本社マーケティング部門では、医福は自社製
品の販売促進のための提案、企画書作成等の業
務に従事することとなりましたが、基本的には
私が指示した資料の作成や、情報収集作業を行
わせていたものです。営業の時と比べると‘，数
値的な目標を定めているものでもなく、業務の
負担については軽減されたものと考えます。
(本社マーケティング部門マネージャー安
ｊ
垂
云
。

Ｕ
●

○
○
○
○

9

認定事実

会社から平成24年7月に本社マーケティング部門への異動の内示が行われた後、実際に異動の内示が行われる平成24年9月
1日までの間、鯖求人は労働組合を通じた会社との異動取消に係る折衝などにより、一定の心理的負荷を負っていたものと脇
められる° ‐
なお、この異動に伴い、職種が営業から事務へと変更され、錆求人の意思に反した業務に従事させられることとなったが、
従事する業務の内容自体は負担が軽減されたものと判断される。
以上により、配置転換により請求人は一定の心理的負荷を負ったと考えられるが、転勤を伴う異動は回避され、また、異動
後の業務自体は負荷が軽減されたものと判断される。

0

■ □

｡ ■
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出来事： 上司とのトラブルがあった

年・月 請求人の申述 資料恥 鯛査結果◆

● 資料恥

H24年
9月

平成24年9月下旬頃から、安芸マネージャーに
よる嫌がらせが始まりました。この頃はマネー
ジャーからの資料作成の指示が多くなった時期
で、私はその指示に従って資料を作成していまし
たが、作成した資料をマネージャーに提出する
と、 「これでは賭にならない」 、 ｢駄目だ」など
と言われ、何度も何度も繰り返し返されました。
マネージャーの指摘の中には重箱の隅をつつくよ
うな内容も含まれていて、気が滅入ってしまいま
した。その他にも、有給休暇の申鯖をしても承認
してくれない、私が販売促進に係る企画を立案し
ても無視される、特に理由もなく怒られるといつ
た理不尽な扱いを受けていたものですb (聴取
書）

O ●

○ 平成24年9月下旬頃の医福の業務について
は、この時期のマーケティング部門では作成を
要する資料が多く、医福にも本社から亀話で
色々な資料の作成を命じていました。医福から
MX*Eメールで送信されてきた資料は、誤字・
脱字等が散見され、何回も同じような間違いが
続いたため、やり直しを指示したことはありま
した。医福に事務職の経験はなかったものの、
勤務歴からみれば相当期間当社の業務に従事し
ているわけですから、この程度の業務ばやって
もらわないと困ると思い、強い口調で叱ったこ
ともあったとは思います。
その他に医福がお諾ししている件について、
まず、医福からの有給休暇の申舗を私が承認し
ないということはありませんでした。実際に有
給を取得した実績もあると思いますので、後日
記録を提出いたしま．ｳ$医福から提案のあった
販売促進に係る企画の件については、落ち着い
てから検討する旨を医福に伝えていたもので、
無視していたものではありません。特に理由も
なく私に怒られたと言っていることについて
は、この時期、医福に指示していだ案件が期限
までに報告がされないことがありましたので、
そのことに対して電話で叱ったことはありまし

た。 （本社マーケティング部門マネージャー
安芸）

平成24年9月下旬頃の医福さんと安芸マネー
ジャーとのやり取りについて、資料の作成に関
して電話で何度も話をしているのを耳にしまし
た｡

私が医福さんの愈話を取り次ぐことが多かつ
たので、マネージャーの電話の相手が医福さん
だと分かったのです。
その時のマネージャーは厳しい口調で医福さ
んにやり直しを指示していたようですが、人間
性を否定するような発言でもなく、仕事上の指
導的なものであったと思います。また、何かの
際にマネージャーが電脂で医福さんを叱責して
いた日がありましたが、この時も常職の範囲で
の発言であったと思います。私も仕事上のミス
があった時は同じようにマネージャーに怒られ
ることがありますが、その時の様子と比べても
変わりはなかった印象です。
マネージャーが電話で誰かの人格を否定する
ような発言をしていたのを聞いたことは、これ
までに一度もありません。
(本社マーケティング部門同僚紀伊）

○

○

認定事実 ：

請求人は異動後の平成24年9月下旬頃から安芸マネージャーによる嫌がらせが始まった旨を主張しているが、マネージャー
から指示のあった資料作成時に誤字・脱字が散見された際や、硝求人が報告期限までに担当業務に係る報告を行わなかった際
に、マネージャーが請求人を指導・叱責していた事実は認められた。その他、請求人が主張するマネージャーからの嫌がらせ
の事実は確認されなかった。なお、マネージャーは愛知本社で勤務し、鏑求人とは電飴やEメール等により業務指示や報告を
行っていたものである。
以上により、マネージャーによる請求人への嫌がらせ等の事実は認められず、業務指導の範囲内での指導・叱責を受けてい
たものと認められる。



4－1業務以外の心理的負荷の有無及びその内容

4－2個体側要因の有無及びその内容

個体側要因 （有 ・函）
上記が有の場合その内容

ｆ

1

1－

-19鍔

出来事： なし

年・月 請求人の申述 資料N@ 調査結果 資料恥

●

一

、

認定事実 、b

､ 色

■ ｡

◆



5主治医・産業医等の意見
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主治医意見書

（ 間無）

■
■

卜 ゆ

(概要）

1初診日：平成24年10月10日
2不安感、抑うつ感を解え、このまま仕事が続けられるのか不安でしょうがない、仕事のことを
考えると家にいても上司のことが頭に浮かび緊張するなどと述べていた。
3焦燥感がみられ、時々涙ぐむことがあった。
4疾患名：適応障害(F43.2)
診断の根拠は、不安感、抑うつ感が強くみられ、時に強い緊張と怒りの感情がみられること。
5発病時期：平成24年10月上旬
6本人によれば、不本意な人事異動や、異動後の上司による嫌がらせが負担になっていたとのこ
とである。
7抗不安薬を投与し、通院を総擁している。仕事はしばらく休むように指導している。現在は不
安感は軽減したと述べており、過度の緊張もみられなくなった。
8精神障害の既往歴はなし。
9本人の話からは他の医療機関の受診はないと考えられる。
10穂取は可能であるが、心身の不調が現れた場合は、聴取を中止できる旨を予め脱明しておく
ことが望ましい。 ．

4 ■

診療記録等の収集 （囿、 無）

資料M.

産業医意見書

（有圓）

(概要）
､

D も

専門医意見書

(錆求人提出）

（有圏）

概要）



6就業条件等一般的事項

～

，
韮

学歴 最終学歴〔中学校.高等学校.鋤大学院･その他( ) H2年 3月 ・日睦参 中退〕 賓料ND.

職歴

|瀞I
現在の事業場に
雇入後の配属先

{瀞I

I

所定労働時間
所定休憩時間、

所定休日等．

当該労働者に
ついて混戦
すること。 1

事業場名 職種

〔 ㈱花丸輸送機 ) I H9年; 3月 1日～ 年 月 日〕 〔 営業、事務〕

〔 播磨建機㈱ ] I腿年 4月 1日～ H8年 12月 31日] [ 営業 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

配属先 職種

〔 本社ヰｰｹﾃｲﾝグ部門] ( H24年 9月 1日～ 年 月 日] [ 事務 〕

〔 東北営業所 ] I H9年 3月 1日～ 肥4年 8月 31日] [ 営業 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

〔 〕 〔 年 月 日～ 年 月 日〕 〔 〕

所定始業時刻： 8時30分

所定終難時刻： 17時30分 I
所定労働時間

(1 日） 8 時間 0 分

(1週間） 40 時間 0 分

所定休憩時刻： 12時0分～ 13時 0分 1 時間（休憩時間 、 分）

所定休日.： ①週休1日制 ③カレンダー等により指定 ④その他

|"‐
労働時間制度： ①1か月単位変形労働時間制②1年単位変形労鋤時間制

③フレックスタイム制④裁赴労働制⑤その他

r…
勤務形魍：

|…
● ●

雇用形態：

ゆ
り

出退勤の管理の状況：

’
特記事項

その他特龍事項：

②2交代制(日勤・夜勤）③3交代制 ④その他

垂至］ ②契約社員③派遣労働者
④パート・アルバイト⑤その他

ｌ
１
１
１

②出勤簿③管理者による確寵④本人の申告⑤その他 ．

b 、 I

②週休2日制

①日勤勤務

①正規I 瀧

①タイムカード

cc



’
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認01-

I

｛

当該労働者の
日常業務

具体的に配戦
すること。 1

(～平成24年8月31日）
東北営業所に所属し、営業職として勤務。
顧客訪問を主とする外勤業務に従事していたが、謂求人の担当顧客数(20～30社）は同僚と比
較しても多くはなかった。
営業職には個人の売上目標が設定され、売上の実績に応じて人事評価がなされることとなって
いた。

(平成24年9月1日～）
本社マーケティング部門に所属し（勤務地は東北営業所のまま） 、事務職として勤務6
自社製品の販売促進のための提案、企画番作成等の業務に従事しており、営業職の時のような
業務に関する数値目標等は課せられていなかった。直属の上司とは勤務地が異なる事情があった
ことから、上司からは電話、メール等による指示が行われていた。

● ひ

資料No.

事業場(所属部署)内
における当餓労働者

I
の位置づけ

組織図により表
すと共に聴取実
施者にはO印を
付配すること。

「
0

■●●BgDD●●●●bg■●●●●、■●●●●●●■●●●●の■■■■●■■●■■●■巳●■●■■●■●●● のQ●●●●●●●■●e●●D●●Q●Q■･●、●●p日●●a●●●●●●DOG●●●0●●DgD●●●●●■■●
■ ● ● ●

： 東北営業所 ； ； 本社マーケティング部門 ；
: （宮城県)‐ ； ： （愛知県） ． ；

● ● ●

g･･■･･■･■■･●･･●■･･●､･･●●●●q●●e●●DeG･DD･･■■･●･■●●■●●0●●. ｡●●●●●●●■●●0●●“D●●bb●･･●･●･●｡●･●･･･●●･･･●■0●●■･●●■･･■D■9

○

-可

○ ○

○

庁

(東北営桑所勤務）

○

0 ◆

マネージャー
安芸登

諸求人
H24.9．1～

同僚
紀伊聡

所長
土佐宗男

請求人
～肥4．8．31

同僚
讃岐彰

’

事業場以外にお
ける当該労働者
・との相関図
(家族・友人等）

組織図により表
すと共に穂取実
施者にはO印を
付記すること。

○

､

●

〃 ■

I■ ●

■

●
●

請求人

『



7労働時間を認定した根拠

包吟

(労働時間の把握方法）

回タイムカード

口本人の申告

口出勤簿・業務日報等 口施錠記録・警備記録等

口管理者による確認 口上司・同僚からの聴取

□その他 （ ）

(労働時間の推計方法）
事業場の労働時間管理はタイムカードによって行われている。当該記録について本人・同僚等との申立てとの齪蕗
はみられない。

％

旬 ●

里

●
■

賓料恥



’

事例8 （ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた事案（業務による心

理的負荷評価義の項目29）

○事案のポイント

・被災者は、上司からの嫌がらせを受けて自殺した。

。自殺直前には、業務の進め方の変更により恒常的長時間労働を行っていた。

○出来事評価のポイント

・上司が部下に対して行った嫌がらせ。いじめは、業務指導の範囲を逸脱した言動を指

しており、業務指導の範囲内である指導・叱責や、業務上の対立を原因とする心理的

負荷は、項目30で評価する。ただし、発端は業務指導であったとしても、結果的に業

務指導の範囲を逸脱した言動が含まれる場合にはこの項目で評価する。

○医学意見の聴取のポイント

・自殺事案は、専門部会意見で決定する。

(心理的負荷表（抜粋)）

蕊
繕

－”－８

慶舞

缶璽囚

早…伽

貝体的
自家事

■■■■■■

“負
■■■■■■■■

唖

I

肩のI

、鞠

ロ

唾

唾

画

廻趣荷の舞台肝■の視点
、 心理飽負画の廸壁『岡』r中』r強』と掴断する具体例

同 I 中 強

28

一

aO

グ

⑤対人
闇隠

(ひ邸､)隙

がらせ､い
じめ､又は

■行まけ
た

上司との卜

ﾗプﾙが
あ垂

★

★

。““.いじめ､■符の内巳，
唾専
0麺”する状混

【型上岡から■■■■の■■内の叱寅
毎を受睡唱肯ニトロル亜写曹め“方
針毎嘩L涜営ｳ凸G食吟全ご含“･用
日麺……。

・ トラブルの内曝租度辱
・その後の案移への支障等

【麺 .
灯下に劇ﾂも上同の■回猷魯堅拷導の唖回室璽哩_胃壁寓聾唾=と吾9
人敷猷“…包動が､蔀ぞ樟の種皮Ig至らない咀台$＝L,て.諏
内■､租皮.…裏醗専からの逸醜の租皮I幸り『同』又は『中Jﾙ璽侭

【『固』1率る例】
。“の岡＆■の先君畦ﾘ不快唇
璽旦全(客聾酋0宇些触らせ､↓屯
的と睡呪なL略のも”

【r物になる”
・上岡の叱良の迅田で蕗届
■
敵
嘩鍵■

咽
轡

唖
嘩
■があっ

が一行っ
､ご…旬,…、

〃

【咽』…例】
・上司から.禽“辱の節■内であ
る鷹尋･叱又を受雌
｡■■をめぐ“計専I雫いて.上司
師輔方の麺準じた幡概醐二
は”プルと恥曝“略の“む》

.！‘‘. ...《．:. ・・・ .､･蕊.t ・ 曾・ ．

【職J1奉る”
・あ田をめ蝿方創雛率､唖■■から露■
的に■睦れるよ…曾な対…口と⑭師冨
生じ.その後の禽窃I…支陣を家畦


